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財務常任委員会（ 平成29年12月11日）  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  皆さん、 おはようございます。  
 定刻となりましたので、 ただいまから財務常任委員会を開催いたします。  

 当委員会に付託された案件は、議案５件であります。 これらの案件を逐次

議題といたします。  

 審査に入る前に、 当局から挨拶の申し出がありましたので、 これを許可い

たします。  

◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  改めまして、 皆さん、 おはようございます。  
 先週の金曜日の夕方になりますけれども、 年末警戒の青色防犯パト ロール

合同出発式に議員の皆様方におかれましても御参加いただきまして、 本当に

どうもありがとうございました。 あいにく の雨模様といったところもござい

まして、 市役所の地下の駐車場での開催となりましたけれども、 議員の皆様

方を初め、 警察あるいは地域の方、 非常にたく さんの方に御参加をいただき

ました。 こう した取り組みが市の防犯活動に大きく 寄与しているものという

ふうに考えております。今後ともそうした活動に御理解と御協力を賜りたい

と考えておりますので、 どうぞよろしく お願いします。  

 さて、 本財務常任委員会に当たりまして、 私ども部課長以下、 あるいは関

係職員の出席をさせていただいておりますので、 それぞれの議案について慎

重・ 活発な御審議をいただきますようよろしく お願いいたします。 以上です。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  それでは、 審査に入ります。  
 議案第71号「 平成29年度岩倉市一般会計補正予算（ 第４号） 」 を議題とし

ます。  

 当局の説明はいかがいたしましょ う 。  

〔 「 省略」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  当局の説明を省略し、 直ちに質疑に入ります。  
 初めに、 款１議会費、款２総務費についての質疑を許します。  

 質疑はございませんか。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  人件費等の補正額全般で、 ここでお聞きしていいで
しょうか。  

 昨年、 上水道事業会計で聞いたら、 上水道事業会計の中ではきちんと要望

しているということで、 そこではお答えできないということもお聞きして、

上水道事業会計の人件費の減額補正も含めてお伺いしたいと思います。  

 欠員２名がある中でのこの減額なわけですが、人件費のこの減額、 ２名欠

員をどう見て、今年度、 この段階でどうお考えなのか、 お聞かせいただきた
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いと思います。  

◎ 秘書企画課統括主査（ 加藤 淳君）  今、 人件費のお尋ねでありました。  
 上水道事業会計につきましては、 欠員は今１名でございます。  

 職員全体の件でございますが、 10月１ 日現在で今364名という ことでござ

います。 一応５名の欠員でございます。  

 ４ 月１ 日は374人を目標に今予定をさせていただいております。 よろしく

お願いいたします。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  確認ですけど、 上水道は１名という ことなんですが、
含めて全体で５名になったんでしたっけ。  

◎ 秘書企画課統括主査（ 加藤 淳君）  はい、 そのとおり５ 名の欠員でござ
います。 よろしく お願いいたします。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  その欠員がある職員が少ない部署の中で、 どのよう
なやりく りというか、 どのような現状でいるのか。 来年度はその374名体制

でいく という方向は確認できているのかどうか、 お聞かせく ださい。  

◎ 秘書企画課統括主査（ 加藤 淳君）  今５名の欠員の部署についてどのよ
うなやりく りをされているかという ことでございますが、必要な部署につき

ましてはパート 職員で欠員補充という形で代替をさせていただいております。

職種とか、 あと業務内容によって、 パート 職員では代替できないところもご

ざいますので、全ての部署ではないんですが、 今そのようなことでやらせて

いただいております。  

 ４ 月１日につきましては、 今、 その欠員につきましては補充できるように

採用予定をさせていただいておりますので、 よろしく お願いいたします。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  わかりました。  
 では、 企画費の中のふるさとづく り基金積立金の関係だとか応援寄附金事

業についてお聞かせいただきたいと思います。  

 見込みよりふえているということで寄附金の増額の補正となっているわけ

でありますが、謝礼の関係で、 現状どのような状況になっているのかなとい

うところなんです。  

 特にこれまでの傾向としまして、 名古屋コーチンに関する謝礼が非常に多

いというふうにお聞きしておりますので、名古屋コーチンを出している市内

のそういったところの人たちの負担というか、 そういった部分が少し心配す

るところでありますけど、 どのような状況で推移しているのか。 また、 負担

がこのことによって非常にふえていく ということにならないのかどうか。市

の職員も一定応援に入ったりという こともお聞きしているところであります

が、 そういった状況も含めましてお聞かせいただきたいと思います。  
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◎ 秘書企画課統括主査（ 小出健二君）  申し込みの状況は大きく 伸びてきて
おりますけれども、 お礼の品をどういったものが選ばれているかという点で

いうと、 昨年度の決算の際にも少しお話もさせていただきましたが、 昨年度、

28年度は名古屋コーチンがお礼の品としては一番多く 選ばれています。 続い

て水耕栽培ト マト 、 お尻拭きの順で上位３つという流れでした。  

 ことしの現在までの状況でいいますと、 １位がお尻拭きで、 ２番が水耕栽

培ト マト 、 その次に名古屋コーチンという順になってきています。 これは、

数としては大きく 減っているという ことではないかと思っていますけれども、

名古屋コーチンに関して、 今、 生肉のお話をさせてもらっているんですけど、

鍋のセット ですとか、 親子丼のセット ですとか、非常に関連でいうと引き続

き人気も高いという ことで、 選ばれる方については、比較的手間のかからな

いセット になった鍋も多く 選択されているというようなところから、 これま

でよりは生肉のほうに集中しているというような状況ではなく なってきてお

ります。  

 事業者からは、 ことしの状況ではそれほど発送にも時間を要していない状

況ですし、 負担についても大変だというようなところはお聞きしていないと

いうような状況でございます。 よろしく お願いします。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  わかりました。 経過を見ながら必要な手だてはとっ
ていただきたいというふうに思っています。  

 では、 次ですけど、 安全安心カメラの関係でもお聞かせいただきたいとい

うふうに思います。  

 本会議でも一定議論をしたところでありますが、 補正予算としてはカメラ

の本体の購入費だとか設置に関する費用というのが寄附者によってやられる。

それを設置したものを寄附されるという ことで、 これまでの寄附のあり方と

は少し異なるのかなあというふうに思っています。 物品で寄附されてく ると

いうケースはもちろんありますけど、 非常に高額でありますし、 さらにはそ

れを維持していく ための後年度の負担が必要になってく るような、 そういう

寄附であるというふうに思います。  

 そういった点で、 やはりその中身もしっかり議会としては把握しておく 必

要があるかなあというふうに思っているところでありますけど、 具体的にそ

のカメラのお金だとか設置の代金というのは大体どのぐらいの費用になって

く るのか、 この寄附の中身としてね。 そういった点については把握されてい

るんでしょうか。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  金額については寄附者の意向に沿って担当
と進めさせていただいているといったところですので、 具体的な金額につい
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てはここの場所でお示しするのはいかがかなあというふうに思いますけれど

も、 全体のその総額については、担当部局と調整する中で大体の金額という

のは把握はしております。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  議会に対してもそういったことがなかなか伝わらな
いというのは少しいかがなものかなあ、 そういう寄附のあり方というのはい

かがなものかなあというふうに私は思います。 この予算だけを見ますとそこ

ら辺が見えないわけで、 そういった点で、 そういったところが議会が丸投げ

で白紙にしていく ということで本当にいいのかなあというところを少し感じ

るところであります。 ましてや後年度で保守点検の費用だとかそういったも

のもかかってきますし、 故障すれば修繕費なども必要になってく るというよ

うなことを考えますと、 やはりそういった中身についてもしっかり把握しな

がら進めていく ことが必要ではないかなあというふうに思っていますが、執

行機関側としては、 寄附としてそういう形で受けた場合については、 議会に

は、 寄附者との話し合いの中でどうなるかわかりませんけど、 そういった資

料は示されないという 、 そういう考えで進められるつもりなんでしょうか。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  確かにカメラについては高額な寄附になり
ますので、 幾らぐらいかかるのかといったことは皆さんに開示できるのであ

れば開示はさせていただきたいと思いますけれども、 担当部局としては、 こ

の金額について開示することについては寄附者の方の御意向に沿いたいとい

ったのが基本的な考え方でございますので、 どういった形でそのお知らせを

できるかといったことも含めて、協議といいますか相談をしながら決めてい

きたいというふうに考えています。  

◎ 委員（ 堀  巌君）  今の点はやっぱり納得できないですね。  
 ９ 月議会の一般質問でも指摘したとおり、 寄附というのは民法上の贈与契

約です。 寄附目録というのをもう既に市役所で受け取られたわけですよね。

その寄附目録には防犯設備一式としか書いていない、金額もわからないとい

うことで質問して、 約100台という数字が出てきたわけです。  

 その契約はしたけれども、 その中身がない契約をしたわけで、 その部分に

ついて、 これは地方自治法の第222条、 普通地方公共団体の長は、 条例、 そ

の他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴う ことになるものであると

きは、必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、

これを議会に提出してはならないと。 要は、 きちっとした裏づけがない限り、

ほかの予算は通せないというのが趣旨なんです。  

 つまり、 だから議会に対して、 これから進める事業が何台なのか何千万な

のかわからないのに、 ほかの予算だけとってほしいということを言っている
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よう なもんなんですね。 それは地方自治法の第222条の趣旨に僕は反すると

思っています。 その点についていかがでしょうか。  

◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  これまで、 一定、 カメラの設置台数について
は100台ぐらいだといったところは繰り返しお話をさせてきていただいてい

ると思います。  

 今お話がありましたけれども、 じゃあカメラが幾らなのかといったところ

は、 そこに、 例えばカメラの代金、 費用が高いからいけないのか、 あるいは

実は少なかったらどうなのか、 そういったところはどのようにお考えでしょ

うか。  

 済みません、反問をさせてもらいます。 よろしいですか。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  どうぞ。  
◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  そう したところはどのようにお考えか、 お聞
きしたいと思います。  

◎ 委員（ 堀  巌君）  反問する前に、 まず質問に答えてく ださい。 地方自
治法の第222条の趣旨に反するんではないかという点です。  

◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  そう したものに関して、 一定、市としては、
維持管理に関する部分に関してはこうした形でお示しをしている。 今のお話

で、 台数については大体100台程度といった形でお話をさせていただいてい

ます。 100台に係る費用としての今回の維持管理であるといったところは、

これまでもお話をさせていただいているところであります。  

 それではお尋ねをさせてもらいますけれども、 じゃあ今のお話で、 金額が

多いか少ないかといったところでそうした判断が変わるものであるのか、 お

尋ねしたいと思います。  

◎ 委員（ 堀  巌君）  そもそも本会議でも言いましたように、 実施計画上
に、 これは市長のマニフェスト にのっとった事業です。 本来ならば８次の実

施計画にこの全体的な計画、 市としてのっとった、 今回、議会に対して市民

の方、団体から要望があって、 議会もその意向に沿って条例をつく るべきだ

というふうにしました。 だけど、最終的にはやっぱり市長、 市執行機関側の

総合的な必要な箇所に、通学路が必要だとかというふうに最終的に決定すれ

ば、 市がその予算をきちんと立てて、 何台必要かというのを決めて、 実施計

画に載せて、 予算をとりに行く 。 たまたま寄附でそれが賄われるということ

であれば、 国庫負担とか県の特定財源と同じように、 たまたまこれは費用を

持たないで済む寄附で賄われるといった構成にすべきだというふうに私は思

います。  

 だから、 現時点で、 どこに何カ所、 全然金額もわからないような計画自体
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が、 そもそも僕はおかしいと思っています。  

 答えになっていますでしょうか。  

◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  私がお尋ねしたのは、最初に堀委員が言われ
たような、 金額のお話をされたので、 その部分に関してお尋ねをしているわ

けです。  

 今のは実施計画とかそうした通常の市の事業の進め方に対するお話だった

と思うんですけれども、 先ほどもお話ししました点に関してのお答えをお願

いしたいと思います。  

◎ 委員（ 堀  巌君）  そう ですね、 そういう意味でいえば、実施計画をつ
く るとき、 予算を立てるときには、 市は一定のその仕様書、 基準、 機器に関

する基準もしっかり持ち、 これ以上の、 最低ラインの製品でもって見積もり

を徴して、 その積算を持って計画に当たると、 そういった手順が一般的だと

思いますし、 これまで行政内部でやられている手順だというふうに考えてお

ります。  

 だから、 高いか安いかではなく て、 今回の防犯カメラは大体幾らぐらいだ、

幾ら以上程度のものかというのは、 市は把握をしているわけですよね、 この

前カタログをもらって。 あれの積算で何台分という 、 きちんと計画を市とし

て持っているのが筋ではないかというのが私の考え方です。  

◎ 委員（ 大野慎治君）  質問を変えまして、 設置要望箇所が119カ所、 小・
中学校から上がってきたという ことでございました。 設置されるのは111台、

８ カ所漏れたという ことで、 今年度は100台と。 ここの案の段階は、 私、 情

報公開でいただきましたが、 基本的にどれが平成29年度分、 どれが30年度分

というのは、 どこの段階でお示しをしていただけるのか。例えば１月の全協

のときには示せますとか、 そういった方針はあるんでしょうか。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  具体的なスケジュールというのは、 一応担
当部局としては持っています。  

 今の段階、 今御説明があったとおり 119カ所で、 全箇所回りまして、 設置

が物理的に難しい箇所が８ カ所ございまして、 代替案も含めて111カ所とい

う形になっています。 これを各学校にお示しをして、 その設置等みたいなこ

とも含めて相談をさせていただいて、 寄附をいただける分は今年度は100カ

所というふうに決まっておりますので、 111のうちの100カ所に、 11カ所は今

年度の設置というのは見送るといった御相談を差し上げようかなというふう

に思っています。  

 新年度以降の対応につきましては、 その11カ所の優先度が高いのかどうか

といったことも含めて、市全体の、 先ほどの堀委員の話ではないですけれど
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も、 市全体でまず30カ所つけるにはどこが適当なのかといった検討を進めて、

市全体の中で総括的に必要な箇所を優先度を上げて考えて設置をしていく と

いった形になるのかなあというふうに思っています。  

 全協にお示しできるタイミ ングという話になりますと、 １ 月の全協で最終

的に100カ所の予定箇所といいますか、 今年度の設置箇所をお示しできれば

いいなあと思っていますけど、 もしかしたら少し、 総務・ 産業建設常任委員

会でもお話ししましたように、 地元にお話をして地元の確認を得るといった

作業もございますので、 ちょっと１ 月の全協には難しいかなあと思いますけ

れども、 途中の経過としてでも１月の全協でお示しして、 最終決定は２月に

なるのかなあというふうに思っています。  

◎ 委員（ 大野慎治君）  そう しますと、 光熱費とか電柱使用料は１月から３
月分の３ カ月分を見込んでいると書いてありましたが、 地元の調整、 また中

電さんの申請、中電さんは電線の保守のために余り防犯カメラの設置に、早

期に承認するようなことはないというお話もちょっとお聞きしております。

大体防犯カメラの設置は何月ぐらいにできるという見込みで今いるんでしょ

うか。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  先ほどのスケジュール感で進めている関係
上、 実際に確かに若干タイト な日程かなあというふうに思っていますので、

設置が始められるのが、 うまく いけば１月下旬、 う まく いかないと２ 月に入

ってしまう可能性があるので、 その辺の進捗は地元の方の御意向をお伺いし

た上で、 たく さんいろんな意見をいただく とその調整も時間がかかってしま

いますので、 その先に延びていく 可能性も十分あるのかなあと思いますけれ

ども、 可能であれば１月中に設置箇所を決定して設置に取りかかるといった

スケジュールでいきたいというふうに今のところは考えております。  

◎ 委員（ 大野慎治君）  設置要望箇所の位置図を見させていただいたら、 南
小学校だけ通学路がきちっと示してあって、 通学路上にカメラを置きますと

いうのが明確にわかるんですが、北小学校等々を見ると、 ひょっとしたら長

瀬公園のほうに向けて、僕は公園設置は賛成派ですからいいですが、 場所に

よっては、 鈴井町、 泉町には少ないとか、 そういった漏れているところがあ

るんじゃないかと、 町内によっては。  

 また、 岩倉中学校では野寄町の通学路のところが暗く て危険なんですが、

そこは防犯灯がないからカメラが設置できないというお話もあったという話

があるんですが、 そういった事情はどのような認識でいらっしゃるのか、町

内によって隔たりがあるのはどのようなお考えなのか、 お聞かせく ださい。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  確かに各区を、 満遍なく 要望を出してく だ
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さいというようなお話は学校にお示しするときにしていないので、 その辺は

各学校さんの御判断の中で、 特にこのあたりが危険と思われるといったとこ

ろが要望箇所として上がってきているというような傾向もあるのかなあと思

います。  

 請願の中でも通学路を中心としたという話があったんですけれども、 学校

さんの考えによっては、例えば集合場所を子どもたちが長い時間滞留すると

いう意味で設置要望として上げてみえるところもありますし、 集合場所に集

まるまでの過程でもやっぱりここは危険ではないかというような御判断をさ

れて、要は通学路ではないところを要望として上げてみえるところもござい

ます。 ですから、 そういった意味では子どもたちの生活圏により多く 携わっ

てみえる先生だとかＰ Ｔ Ａの方の御判断ということになりますので、 そうい

った形でのばらつきといいますか学校間での考え方の違いみたいなことは表

現されているのかなあと思います。  

 それから、 これは余談になりますけれども、 いわゆる一般的には防犯カメ

ラ、 安全安心カメラの設置についても、 今回の設置100台したものがこの先

ずうっともう何年もこの形で固定をしなければいけないという考え方ではな

いのかなあという思いを持っております。 ですから、 よく このカメラの話を

するときに議論になるんですけれども、 犯罪というのは流動性が高い部分が

ございますので、 この部分をずうっと監視していたけれども、 こっちで起こ

ってしまう というようなことが起こり得る可能性があるので、 そういったこ

とについては、可変的にといいますかね、柔軟にその設置箇所をかえていく

ほうが犯罪を起こす犯罪者にとってはやりにく い環境といったことも考えら

れるので、 優先順位みたいなことを考えながら少しずつ動かしていく という

ことも、 学校に御理解を得ながらやっていく 必要があるのかなあというふう

に考えております。  

◎ 委員（ 大野慎治君）  あと、 防犯カメラの耐用年数というのは大体どれぐ
らいをお考えなんでしょうか。  

◎ 危機管理課統括主査（ 水野功一君）  一般的な耐用年数、 償却期間とかで
申しますと６年と言われていますが、 想定では５年から10年ぐらいを想定し

ております。  

◎ 委員（ 宮川 隆君）  先ほど木村委員のほうから後年度負担の部分にちょ
っと触れられたと思うんですけれども、 要は今後のメンテナンスだとか減価

償却、 それから電気代で、 今答弁の中にありました後日移動するんであれば

その負担というものを総合的に見たときに、 年度ごとの負担というのはどの

ぐらいを見越しているんでしょうか。  
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◎ 委員長（ 関戸郁文君）  暫時休憩いたします。  
（ 休  憩）  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  休憩を閉じ、 再開いたします。  
◎ 危機管理課統括主査（ 水野功一君）  実施計画上では、 来年度30台つける
ことも含めて870万ぐらいのものを予定しておりまして、 31年度、 32年度も

300万、 400万というのを考えております。  

 経常的経費としましては、 光熱水費などは六、七十万程度を予定しておる

んですが、 来年度以降、 またその辺の修繕も含めて考えていきたいなあとは

考えております。  

◎ 委員（ 宮川 隆君）  光熱費は60万から70万、 年間でかかると。 その後の
修繕等に関しては、 まだ明確な数字は持ってみえないという ようなことでよ

ろしいんですか。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  暫時休憩いたします。  
（ 休  憩）  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  休憩を閉じ、 再開いたします。  
◎ 危機管理課統括主査（ 水野功一君）  修繕に関しましては、初年度はカメ
ラをつけるということなので１年保証とかがございますが、 翌年からは50万

の修繕をつけたりとか、 翌年はだんだんふえていく ことも考えて66万8, 000

円という修繕料を計上しております。  

◎ 委員（ 宮川 隆君）  あと、 ちょっと確認の意味でお聞きしたいんですけ
れども、 カメラの設置に当たっては、地域要望を受けて市の責任において設

置していく というふうに理解しておけばいいんでしょうか。 要は、 設置箇所

の設定というか、 決めていく のは、 地域からの要望を受けましたと、 それを

もって市の責任においてここにつけてく ださいと言って、 設置者がそこにつ

けたものを寄附していただけるという認識でいいんでしょうかという こと。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  今回の寄附についてですか。  
 今回の寄附については、 設置箇所については、 まずは寄附者の意向は全く

入っておりません。 さきの100基については、 先ほども申し上げたように、

学校の要望に従って設置可能かどうかを確認して、 可能であるかどうかを確

認したものを学校にもう一回お尋ねをして、 最終的に箇所を決めていきたい

というふうに考えています。 その部分については、 設置者は市になりますの

で、 市で今後管理をしていく 、 全部メンテナンスをしていく 形になります。

寄附者の方が現物と設置費用についての費用はお支払いされますけれども、

その意思決定は全て市で行う という形で今のところ進んでおります。  

 条例全体の話で、 地元のということがお話で出ましたけれども、 市全体の
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設置について、市の費用でやる部分については、市がどの場所に市の中で必

要かという ことを判断して設置をしていきます。区の要望という話は、 もし

かしたら補助のお話をしてみえるのかもしれません。  

◎ 委員（ 宮川 隆君）  設置箇所の、 要は地域の要望を受けて設置箇所を設
定しているということですかと、 まず設置箇所の選定に関しては。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  今回の100カ所については、 そうではない
… …です。地域の要望 。  

〔 発言する者あり〕  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  そうですね。 学校とそこにお住まいのＰ Ｔ
Ａの方の御意見をお伺いしていますので、 そういう意味でいうと地域の方の

御意見を合わせて要望箇所としていただいております。 それをベースに場所

の決定をしていく 手続をしております。  

◎ 委員（ 宮川 隆君）  なんでこんなことを聞く かというと、 先ほど堀委員
が言われた内容の中で、例えば地域からここにつけてもらいたいという要望

を市のほうで取りまとめて、 それを設置者のほうに意向を伝えて、 設置者の

責任においてそこにつけましたと。 つけたものを市が受けるというんであれ

ば、 それは個人の単なる寄附行為というふうに受けとめていいのかなあと思

ったんです。 それを、 市が場所も決めて、 こういう位置につけてく ださいと

いうことを市が主体的に述べた場合は、 堀委員が言われたように、 やっぱり

それは計画的に実施計画なんかに上げて、 それにのっとってやっていく べき

なのかなあというふうに自分の中では思っていたので、 そこの判断基準とし

て、 どこがどの時点で位置を設定し、 そしてどの時点で寄附を受けるのかと

いうのはやっぱり大きな話、 そこの要は判断するに至っての大きな分岐点だ

というふうに僕は理解していたので、 その辺の位置づけというのはどういう

ものなのかなというのを確認したかったんですよ。  

◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  今回の少しお話、 設置に当たっての流れに関
しては、 もともと寄附者のほうからカメラを100台程度寄附しますと。 つけ

る場所に関しては、 市のほうで当然その請願がございますので、 そう したと

ころも踏まえた上で判断をしてもらえればいいということを言われておりま

す。  

 こう したことを踏まえて、 市とすれば、先ほど来申し上げています学校の

ほう 、 あるいは地区にも要望をお尋ねし、 今後地元との調整もしていく とい

う形になります。 そう した場所が決まった後、 その部分に関しては寄附者が

設置をすることになる。  

 ただ、 寄附者が個人で設置をするというのはいろいろハードルの高い面も
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ありますので、 その部分に関して言えば、市としてもかかわっていって、 設

置をした後、 最終的に市に移管をしていただく という形になります。  

◎ 委員（ 堀 巌君）  ちょ っと戻ります。  

 100台程度という ところで、 今回の予算のプレート 看板、 それから電柱使

用料という積算の数というのはどういった数になっているんでしょうか。  

◎ 危機管理課統括主査（ 水野功一君）  カメ ラの台数を100台を想定して積
算しております。 プレート の下の看板の30枚に関しましては、今ついている

既存のカメラの関係の、安全安心カメラに移行していく ように予算の積算を

しております。  

◎ 委員（ 堀 巌君）  もう 少し丁寧に答えをいただけますか。 プレート 看

板は何台掛ける何円ですか。  

◎ 危機管理課統括主査（ 水野功一君）  プレート 看板は100枚の4, 428円の金
額の積算でございます。 看板に関しましては、 30枚の6, 351円の積算でござ

います。  

◎ 委員（ 堀 巌君）  あと位置図、 さっき大野委員のほうから資料請求で

見たという ことなんですけれども、 やはりその議論をする上で、 全員共通で

持って、 見てという話ではないんですか。資料請求しないと配付されないよ

うな資料なんですか。 そもそも、 だから資料として積極的に開示すべきもの

ではないんですか、 議論の。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  先ほど来申し上げているように、 こちらの
100台の寄附に対して119台要望で、 111台の今の代替案を含めた現状の案と

いう状況でございますので、 この段階でお示しするには、決定にはまだ少し

道のりがあるのかなあというふうに思いますので、 もちろん資料として、 参

考としてごらんになりたいということであれば、開示はできる、 お示しする

ことはできるんですけれども、 これをもって予算の審議をしてく ださいとい

う資料というには、 少しそういう段階ではないのかなあという判断でござい

ます。  

◎ 委員（ 堀 巌君）  ちょ っとく どいようで申しわけないんですけれども、

100台程度という総務部長の答弁と、 寄附目録には台数も何もないという こ

と。 さっき言いましたけど、 そうなるとこの100台という契約は、 口頭での

契約を契約とみなして、 100台を議会としては信ずる材料にするというか、

担保にして審議を進めればいいということなんでしょうか。  

◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  申しわけございません。 先ほど「 程度」 とつ
けてしまいましたけれども、 実際にいろいろお話をしている中では100台と

いうふうに言っておりますので、 その点については訂正をさせてもらいます。  



１２

 まず、 今回の寄附行為に関して、 契約というふうな言い方をされますけれ

ども、 口頭による契約でもそれは成り立つといったところはさきの９月議会

のたしか中でもお話があったと思いますが、 そうした形で市としては進めて

きていると。 それをもって現在の段階でお出しできる資料等についてはお示

しをさせていただいて、 それについては議会の中で御審議を進めていただき

たいと思っております。  

 ただ、 だからといって、 これを寄附だから認められないとか、 そう した部

分とは違うのではないかなあという ことは考えております。  

◎ 委員（ 堀 巌君） ９月議会でも言ったように、 寄附でも議会の議決が

要る寄附がありますよね。 今回はその寄附に当たらないというものなんです

けれども、 やはり私は、 さっきから出ているように、 維持費とか多額な費用

がかかるし、 今後のメンテナンスとかいろんなさまざまなことがあります。  

市当局としては、 こういったほかの係る予算については、 その予算が出て

く るタイミ ングで議会の議決に諮っていく ということなんですけれども、 今

回の寄附に当たってはずうっと予算には出てこないですよね。 という ことは、

議会の議決についての関与は今の自治法上は必要ないと言っているけれども、

私は個人的には、 自治法上の規定はないけれども、 これだけ大きな多額の事

業を遂行していく ためには、 それなりの議会の議決に近い形でのことが必要

だというふうに考えているんですが、 その点の考え方については総務部長は

どう思われますか。  

◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  負担つき寄附ですね、 その点に関しては前回
の９月議会の一般質問の中でお答えをさせていただきまして、 地方自治法の

逐条解説、 あるいは国からの通知といったものをお示しさせていただいて、

維持管理に係る部分については、 その点があったとしても、 その点は負担つ

き寄附に該当するものではないといったところはお答えをさせていただいた

と思います。  

 今のお話の中で、 寄附をされることによって、 金額の多寡といったところ

だと思うんですけど、 非常に額が大きいので、 そう した部分では議会として

も関与をしていく 必要があるといった御意見でよろしかったと思いますが、

寄附については、 先ほど少し御質問をさせてもらいましたけれども、 その金

額の多寡によって決まるものなのかということは、 市としてそうしたもので

はないと考えております。 法的にいえば、 そこに何らかの規制がかかる規定

があるものではないと考えております。  

 ただ、 そこのカメラ本体の部分に関して、 今そう したところについての疑

問、 あるいは関与の仕方のあり方みたいなところだと思うんですが、 カメラ



１３

本体については、 これまでもお話をさせていただいていますように、 一定の

性能を持った形のもの、 そして当然市として有用と考えるものであるから受

け入れるものであるといったところでありますし、 その維持管理については、

今後予算・ 決算等の事業執行上の中でお話をしていく ことになると思います

けれども、 ただ維持管理の費用がかからないと言っているわけではありませ

んし、 先ほど来、 実施計画の中でもお話をさせてもらいましたけれども、 光

熱水費等あるいは修繕費等、 そうしたものは一定かかることは見込んでおり

ますが、 仮にこれが市が設置をしていったものとしても、 維持管理に関する

費用については一定かかってく るものだというふうに理解をしております。

そこに、 維持管理に関して言えば、 寄附だからとか、 あるいは市の執行だか

らといったものは、 そうしたことで区別することは必要ないと考えておりま

す。  

◎ 委員（ 堀 巌君）  鹿児島市の安心安全まちづく り推進会議が防犯カメ

ラについてまとめたものをちょっと資料として紹介したいと思います。  

 ここでは、 大学の教授を含め、警察を含め、 同じように岩倉市もやられて

いると思いますけれども、 このように書いてあります。 市等公的機関が直接

防犯カメラを設置することについては、 監視社会への懸念を引き起こす可能

性があることや、 実施している他都市の状況を見ると特に犯罪の蓋然性が高

いと判断される地区等に設置される場合が多いことなどから、 慎重な議論が

必要であるというふうに賢明にまとめられています。  

 この蓋然性が高いというところについては、 本会議の中でもちらっと出し

ました。 その蓋然性が高く なければつけられないというものではないという

ことなんですけれども、 それについてはそうだと思いますし、 ただ先ほど来

聞いていると、 学校からの要望、地域の要望という話も、 それはそれであり

です。 ただ、 やはり犯罪が多発したり何とかしてほしいという警察からの要

望というのも大事だというふうに思うんですけれども、 そこら辺の議論はど

のようにされていたんでしょうか。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  犯罪抑止の蓋然性というお話が裁判の判例
等でも議論になっているところかなあと。 それから、 本会議でもありました

とおり、 日弁連の主張の意見書の中にもそういった表現がされておりました。

堀委員の言われるように、 高度の蓋然性というのは何をもって判断するのか

というのはなかなか難しいところがあるのかなあと思っております。  

 検討委員会の中でも、 警察の生活安全課を中心に御参加をいただいて、 オ

ブザーバーという形で御意見をいただいております。 そういった会議の仕方

の中で、 いわゆる要望として出てきたものと、 それ以外に、 今言われる警察
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機関が必要と判断する場所というのは若干ずれがあるのかなあというふうに

思います。  

 ただ、 警察の要望だけを聞き入れると、 ともすると犯罪検挙に偏りがち、

いわゆる蓋然性、 いわゆる犯罪の予防といったものではなく て、 犯罪検挙に

役立つ設置箇所というところに軸足が行く 可能性もあるのかなあというふう

に思っておりますので、 そういった意味では、 犯罪の発生の状況といったこ

とも、 警察もなかなか全てをお示しするというよう なことも難しいような事

情もありまして、 要望箇所については御意見を聞きながら、 警察関係の、 こ

ういう要望が出ていますけど、 どうですかというような聞き取りをして、 こ

ういうところに犯罪が多く あるので、 この箇所についてはこういうふうにし

たらいいんじゃないかという御意見も取り入れながらお示ししていきたいと

いうふうには考えております。  

◎ 委員（ 鈴木麻住君）  ２ 点お聞かせく ださい。  
 先ほどの答弁の中で100台を設置する、 今年度で設置する目標なんでしょ

うけれども、 当然中電柱、 ＮＴ Ｔ の電柱につけるわけだから、 そことの交渉

だとか、 申請だとか、 手続が必要になると思いますね。 多分時間的にも大分

かかるんじゃないかなあと思うんですけれども、 その要するに申請なり交渉

というのは寄附者がやられるという ことでいいのかということですね。 そう

いうふうに考えられるという ことだと思うんですけれども、 もう一点、 その

設置をしたものについて、 いろいろ検証していかなきゃいけないと思うんで

すよね。 向きだとか、 映像がどういう形で写るのかとかですね。 そうすると、

当然100台一気につけるというわけにいかないから、 10台単位とかそういう

オーダーでつけていく 形になって、 ２ カ月、 ３ カ月、 あるいは半年ぐらいか

かるんかなあと何となく 思うんですけれども、 その場合、寄附はいつの時点

で寄附を受けるのか。 要するに、 つけたものから１ 台ずつ寄附、 10台単位に

なるかわからないですけど、 寄附を受けていく のか、 全部100台をつけた時

点で寄附を受けるのか、 どういう形で寄附を受けるか。 設置者というのは、

市が寄附を受けた段階で市が設置者になって管理者になると条例で決まって

いるんですね。 じゃあ、 寄附を受けるまでは設置者が寄附者になるのかなあ

というふうに思うんですけど、 だからどういう時点でその寄附を受けていく

のか、 その辺の考え方は。 その２点、 ちょっと教えてく ださい。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  暫時休憩いたします。  
（ 休  憩）  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  休憩を閉じ、 再開いたします。  
◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  現実的に考えれば、 設置を完了したごとに寄
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附を受ける形になります。 つまり、 そのことによって、 市のほうでいわゆる

光熱水費等、 電気代が発生してく るということになります。  

 ただ、 実際に一度に100基を同時にできるわけではございませんので、 現

場上は１本ずつつけていく ことになりますが、 そう した中でいけば、 書類上

とすればまとめてということになるかもしれませんけれども、 現実的には一

台一台設置をした、 完了した段階での市への移管という形になると考えてお

ります。  

◎ 委員（ 鈴木麻住君）  もう 一点、 その申請等は。  
◎ 危機管理課統括主査（ 水野功一君）  中電やＮＴ Ｔ との交渉に関しまして
は、 今の設置要望のものが固まってきた段階で市のほうで中電とＮＴ Ｔ と前

もって話はする予定ではございますが、 最終的には寄附者のほうの申請にな

ってく ると考えております。 寄附者が選んだ工事業者のやっていく ことにな

ると思います。  

◎ 委員（ 大野慎治君）  １ 点確認させてく ださい。  
 防犯カメラで、 地元に要望するとき、 恐らく 高所作業車で上に上って、普

通にデジカメで撮って、 デジカメに撮ったもので交渉されるんですよね。 カ

メラの設置位置であろうところに大体高所作業車で上っていって、 かちっと

大体の向きで撮って、 これで交渉するということなんですよね、 最後。 どの

写真をもって地元に交渉される予定なのかを考えてありますでしょうか。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  先ほどある程度の設置箇所が小学校とのす
り合わせの後に地元に御意見をお伺いするといった話をさせていただきまし

たけど、 そのタイミ ングでは御指摘のとおりカメラがございませんので、設

置箇所からこちらの向きにカメラを設置する予定ですという図面をお示しし

て、 そこに自分のうちが写りそうだなあということであれば、 もしそのタイ

ミ ングでもう写してもらいたく ないという方が見えれば、 そういう御意見を

反映させていただく という形になります。  

 最終的についてしまったものについて、 それは画像が撮れるものなので、

いわゆる人が写っていない段階でのカメラの映像というのは開示をさせてい

ただいて、 それでもということであれば、 マスキングをしたりそういった画

像の処理をして、 プライバシーに配慮するといった形での対応をしていけれ

ばというふうに考えております。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  素朴な疑問なんですが、 これまでの寄附というのは、
寄附者の御意向に沿ってということでも、 歳入のところで金額があり、 歳出

のところでその内容についてあるという寄附で、寄附者の御意向で、 一例で

いうと、 就学奨励金として高校入学をする、 財政的なことで高校進学を断念
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することがないようにという寄附者の御意向で、 11万でしたっけ、 10人分と

いう御寄附も、歳入の中でその金額が示され、 歳出の中でその項目での11万

掛ける10人分とかありますよね。  

 今回の中身は、 何かカメラ本体の金額は載っていないから、歳入にもなく 、

そういった財政上のやり方というか、 何かこれまでありましたっけ。 素朴な

疑問です。  

◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  そもそも今の就学奨励金に関して言えば、 あ
れは現金で御寄附をいただいておりますので、 歳入として上げていると。 今

回のカメラに関しては、物で御寄附をいただく もので、 歳入としては上がっ

てこない。 これはこの前と同様であります。 それを１年度間まとめたものを、

毎年６月議会の定例会に当たってお示しをしているところであります。 そこ

の中には出てまいります。  

◎ 委員（ 堀  巌君）  最後に発言して議員間討議をお願いしたいんですけ
ど、 さっきの総務部長の、 その金額の多寡ではない、寄附のところで話すも

のではないという話なんだけど、例えば先般、 市の駐車場問題がありました

よね。 あれは議会がノーと言いました、 最終的に。 あれをお金持ちの誰かが

寄附で事業を進めるということで、 事業費込みで寄附だということって可能

だと思うんですけど、 そうなったときにできちゃう じゃないですか、 議会の

関与なしに。 それって変じゃないですか。  

 やはりたく さんお金を、 裕福な人が市の事業を自由に動かせるなんてこと

になったら、 えらいことになると私は思うんですけれども、 その点について、

それは違う とお考えなんでしょうか。  

◎ 総務部長（ 山田日出雄君）  今、 例として市役所の駐車場の例をお出しに
なられましたけれども、 我々は先ほど来、 もともと寄附としてどういったも

のを受け入れるかというところをお話を、市として有用であるもの、 活用で

きるものと、 こういうものであれば寄附をお受けするという ものであります。

つまり、 例えばどんなものでもいいわけではないということであります、前

提として。  

 それで、 仮にという話ですけれども、 今の御質問の中にありました駐車場

の機器等について御寄附をいただく という話があったときに、 これは一旦条

例もその部分は否決をされております。 そう したことから考えれば、 条例も

あったと思いますが、 そうした形で議会の御判断をいただいているものであ

ります。 それは我々としても十分にというんですかね、 必ず尊重していかな

ければならないものだと思っております。  

 だから、 そうした例に当たっては、 我々はそれを受けることはないと今の
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段階では考えておりますけれども、 ただ、 そのほかのものに関して言えば、

やはりこれまでも一定市として有用であるものを踏まえた上で、 先ほども少

しお話ししましたが、 その都度判断をさせていただいて、寄附を受け入れる

かどうかといったことを決めております。 そして、 その結果を１年間、 ６月

議会の中で資料としてお示しをさせていただいておるという ところでありま

す。  

◎ 委員（ 塚本秋雄君）  僕からはまだ質疑の段階で質問させてもらいますの
で、 よろしく お願いします。  

 ４ つほどありますけれども、 １つは、 寄附される本体、 カタログを見させ

ていただきましたけど、 １ つ目は、 大体二、 三十万円ぐらいの金額かなあと

思いますけれども、 当局は大体この一式を幾らぐらいの金額ということでつ

かんでいますでしょうか。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  １ 台当たりの単価については、 １台買うの
と100台買うのでは変わってきますので、 １ 台当たりの単価としては、 今の

二、 三十万ではなく て、 10万以下で手に入るものかなあというふうに思って

おります。  

◎ 委員（ 塚本秋雄君）  本当はこういう ときは１台幾らという 、 メーカーが
出している金額は当然店頭価格ということでありますから、 そういう数字を

ちょっと聞きたかったんですけれども、 当然たく さん買えば安く なることも

知っております。  

 という ことは、 じゃあ市としては、 桝谷さん等の質問に関係してきますけ

ど、 財産じゃなく て、 あく までも絵のような感じでという解釈で考えて、消

耗品なのか何なのか、 財産じゃない、 入るのか入らないのか、 そこら辺をお

聞きしたいと思います。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  現在の寄附としていただく ものについては、
備品登録をする形になると思いますので、財務上は財産として捉えるといっ

た形になるのかなあというふうに思います。  

◎ 委員（ 塚本秋雄君）  その中に保守・ メンテナンス契約というのが入って
の寄附なのか。  

 １ 年間無料と言いますけど、 公共施設として安全安心カメラをやるなら年

４回ぐらいチェックしなきゃいけないと思いますけれども、 一般的に。 そこ

ら辺の細かいことは調整できているんでしょうか。  

◎ 危機管理課統括主査（ 水野功一君）  寄附の中には、 その保守のメンテナ
ンスは入っていないです。 予定では、 来年、 新年度でそのあたりを対応して

いく ことになるかなあと考えております。  



１８

◎ 委員（ 塚本秋雄君）  じゃあ、 その安全安心カメラ作動中というプレート
看板は寄附の中に入っているのか、 市がつけるのか、 そこら辺を聞きたいと

思います。  

◎ 危機管理課統括主査（ 水野功一君）  今回補正予算でそのプレート を上げ
させていただいていますので、 安全安心カメラの作動中のプレート は市がつ

く るものでございます。  

◎ 委員（ 塚本秋雄君）  じゃあ２つ目に行きますけど、 一般的に防犯カメラ、
補助金を出している今までの要綱がありますよね、 防犯設備整備費等補助金

という形で今年度より防犯カメラをやられたと。 一般的に今までの防犯カメ

ラは、安全安心カメラよりも不法投棄という部分が大きかったんですけれど

も、 もし安全安心カメラとしたら不法投棄のカメラも入るのか入らないのか、

お聞きしたいと思います。  

◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  安全安心カメラの条例に従って補助金を受
けていただいて設置をされるといったことでしたら、 それは対象となります。

安全安心カメラの定義は、 第２条にありますとおり、 公共の場所において犯

罪の防止に寄与するカメラで、 表示装置もしく は録画装置を備えたものであ

るといったものですので、 そういった条件を具備しておれば、補助対象とし

て区のほうの設置に向けて条例に従って対応していく という形になるという

ふうに考えています。  

◎ 委員（ 塚本秋雄君）  じゃあ、 単なる不法投棄だけでいいのかどうか。  
◎ 危機管理課長（ 隅田昌輝君）  今のような条件が備わっていれば、 不法投
棄に対しても対象となります。  

◎ 委員（ 塚本秋雄君）  今後の具体的な中で見ていきたいと思います。  
 じゃあ３ つ目なんですけど、 電柱使用料でありますけれども、 電電公社あ

るいは中電、 それぞれ電柱そのものの電柱使用料、 それからこちらがいう安

全安心カメラ作動中という看板もつければ、 それは有料なのか無料になるの

か。 あるいは一般的に、 きのう総務・ 産業の協議会の中でも広告付防災電柱

看板の金額のことも言われましたけれども、 僕が思っているのは、 多分電柱

使用料、 電柱そのもの、 それから広告看板もそれぞれ電柱使用料、 占用料と

いうような部分の考えがあるんで、 多分そういう仕切りがあると思うんです

けど、 この間の協議会の中で余り細かい質問ができなかったんですけれども、

そこら辺がわかるような形の、 現状はどうなっているのかというのをお尋ね

したいと思います。  

 いわゆる現在ついているもののプレート 看板の変更金額はわかっています。

それがお金がかかっているのか、かかっていないのかという ことも含めて。  
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◎ 委員長（ 関戸郁文君） 暫時休憩いたします。  

（ 休 憩）

◎ 委員長（ 関戸郁文君） 休憩を閉じ、 再開いたします。  

◎ 維持管理課長（ 高橋 太君）  今お尋ねのありました電柱もしく は電話柱
につきましては、 当然占用料をいただいておりまして、 大体中電柱について

は年額で1, 300円ほどいただいているところです。 ＮＴ Ｔ 柱につきましては

年額で740円ほどいただいているところですが、 占用料条例の減免規定とい

うのがございまして、 例えば防犯灯だとか交通安全の円滑を図るための施設

をその電柱につけているような場合は減免をしているという状況でございま

す。  

 今回新たに設置しようという防犯カメラをつける電柱をどうしていく かと

いうことは、 現在まだ危機管理のほうからそういった相談もございませんの

で、 今、 道路管理者といたしましては、 特に減免をしていこうという考えは

持ってございません。  

◎ 委員（ 塚本秋雄君）  対策とか検討は続けてやっていただければいいと思
いますけれども、 最後の４つ目の質問なんですが、 やはり大野さんが言った

ように、 通学路につける場所、 どこにつけるか。通学路というのは決まって

おると思いますけれども、 これはオープンにできるだろうと思います。 色を

塗ってありますから、 道路に。  

 そうすると、 学校教育課も絡んで決めている。 あるいは、 そこのつける場

所というものは僕らも知っていいと思いますが、 そういうものを知った上で

の予算の執行というのは僕は必要じゃないかなあという感じを受けておりま

すことを申し添えておきます。  

◎ 建設部長（ 西垣正則君）  今の電柱の占用料の関係で少し補足といいます
か説明をしたいんですけれども、 まず今回のカメラの取りつけ、 シールか看

板かちょっとわかりませんけれども、 それも含めてなんですけれども、 電柱

そのものの占用料についてはそのままいただきます、今回のカメラに関連し

ては。 カメラそのものは、 当然いただかないという形になります。 自分が承

知している範囲でいえば、 今の使用料というのは、 電柱の占用者というか、

中電とかＮＴ Ｔ にお支払いをする使用料という形で今予算が計上されていま

す。  

 あと一つ、 ちょっと補足で、 先日の協議会で私ちょっと勘違いをしていま

して、 電柱そのものの占用料という形で、 まず電柱に巻きつけ看板とか突出

看板がついた場合なんですけど、電柱そのものの占用料は従来どおりいただ

いて、 なおかつその看板にも占用料がかかります。 ただし、 一定の減免率と
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いうかそういうのが設けてありますので、電柱と広告つきの看板の占用料も

両方いただく という形になります。  

 なおかつ、 この間の補足をもう少し説明させてもらう と、 その看板につい

ては、屋外広告物の条例に係りますので、手数料もいただいているというの

が現状でございます。 済みませんでした。  

◎ 委員（ 堀 巌君）  もう 一回実施計画の見方で、 さっきの答弁はちょっ

とおかしく ないですか。  

 この実施計画の街頭防犯カメラ設置事業の30、 31、 32の中の修繕料とかと

いう数字は、 今回の100台のことを言ってこの実施計画を立てているもので

はないというふうに見ているんですけど、 さっき聞く と、 その修繕の中で見

るみたいな話に聞こえたんですが、 その点はどうでしょうか。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  暫時休憩いたします。  
（ 休  憩）  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  休憩を閉じ、 再開いたします。  
◎ 危機管理課統括主査（ 水野功一君）  実施計画上は30台についてのことに
なるので、 100基につきましては、 新年度、 また対応していく ことになるか

なあと考えております。  

〔 発言する者あり〕  

◎ 危機管理課統括主査（ 水野功一君）  そうですね、はい。 あく まで新規設
置分という ことになります。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに質疑はございませんか。  
〔 挙手する者なし〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ないようですので、 次に議員間討議に入ります。  
 発言する議員は挙手をお願いいたします。  

◎ 委員（ 堀 巌君）  やはり私が一番気になるのが、 皆さんの意見をお伺

いしたいんですけれども、 今回、寄附が予算の裏づけになっているわけです。

本会議でも言いましたように、 寄附というのは今回取り下げもできることに

なっています。 つまり、 やめたと言えるわけですよね。 そのときにいろんな

予算がパアになるわけで、 だけど今回は元市長ということで信頼をして議論

を進めているわけですけど、 今後のためにも、 やはりそういった裏づけがは

っきりしないものについての審議のあり方、 議会の議決のあり方というのを

皆さんどうお考えなのかなというところをちょっとお伺いしたいです。  

 私は、 今回、本当に異例中の異例だと思っています。  

◎ 委員（ 宮川 隆君）  堀委員にお聞きしたいんですけれども、 今言われた

ことは一定理解するところなんですけれども、 今後こういう ような寄附行為
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がある前提で、 ちゃんとしたルールを事前につく っておく べきだというお考

えなのか、 それともこれそのものに関して、 今の議論の中で水準を一定決め

て、 それで各委員がどう判断するのかということを求めているか、 どちらな

んですか。  

◎ 委員（ 堀 巌君） 提案としては、 寄附の採納基準というのをつく った

らどうかというのを先回の議会の中で言いました。 つく っているところはあ

りますし、 さっきの高額であるとか市の財政負担を伴うものとかというのは

ちょっと慎重に扱いましょう よという規定を設けている自治体もあります。

それと、 現金の寄附と現物の寄附とを分けて考えているという 、 そういう自

治体もありますし、 だけどちょっと規約的なことを言うと、 第96条第２項の

議決要件にそれができない、 執行機関側で受け入れの基準をその都度やると

いうことなんですけれども、 その都度ではやっぱりばらつきが生じるので、

僕は基準が必要だというふうに言いました。  

 だけど、 もう一歩踏み込むと、 議会の議決要件として第96条第２項に、第

１項、多額の寄附であるとか市の財政負担を多く 伴う寄附については議決事

項にしておく とか、 そういう ことも踏まえて議論が今後必要なのかなあとい

う 、 その両面です。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  堀委員の言っている内容は理解しているところであ
りますけど、 今回のこの補正予算についてどうするかという ところで考える

のか、やっぱりもう少し議員全体で議論をして、 議会としては、 こういう寄

附については、やはり一定情報公開をされて審議をするというか意見交換が

できるような、 そういうような形にしていく べきだなあというふうには僕も

思っているんだけど、 今回のものをどうするのかというところでは、 なかな

か悩ましいなあというふうには思っているところであります。  

 だから、 基準というものをつく って、 それを議決要件にするのか、 あるい

はきちんとそういった寄附については議長に説明が行って、 議長の判断で必

要であればきちんと全員協議会でも諮って、 情報公開がされて、 きちんと公

明正大に透明性のある形で寄附を受けるというのが必要だなあというふうに

は僕も思っています。  

◎ 委員（ 梅村 均君）  意見という ことでありますけど、 確かにそういう リ
スクに備えることはやっぱり考えていかなければいけないと思うんですが、

何らかの条例で、 もしそれが反対であれば否決できたりとか、歯どめがかか

るようなものなのかなあという気もしています。  

 ちょっと具体的なものが上げられなく て申しわけないですし、 あと執行機

関のほうもいろいろ有用なものですとか必要なものでというお考えはもちろ
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ん持っておられるということでありますし、 あと考え方が甘いかもしれませ

んが、寄附というのはすごく 崇高なものであって、 やっぱり善意のものなも

んですから、 そこに対しての疑いを持つというのはどうなのかなあという思

いも少しありますので、具体的にそういうリスクが見えたときにはやっぱり

必要なのかなあとは思うんですけど、 ちょっと今のところそのあたりがはっ

きり僕自身は見えてこないので、余りこの件についての基準をつけるという

のはどうなのかなあというちょっと思いがあります。  

◎ 委員（ 大野慎治君）  今回の安全安心カメラ事業は、 私も請願で紹介議員
になっているぐらいですので、 これと今後の課題は切り分けて、 今後のこと

についてはやはり推進協議会のほうで協議して、みんなで決めていけばいい

ことなのかなあと思いますし、 これは７年後に更新しなきゃいけないもので

あるというのはもう皆さん承知していますので、 こういった課題があるもの

については、 また一定の基準をつく るかつく らないかというのは、 議員皆さ

んで推進協議会のほうで協議するべき課題であるとは思います。  

◎ 委員（ 塚本秋雄君）  私が思うのは、 予算の中で現金であれば歳入に上が
ってく ると。 今回の場合は現物なんだけど、 財産として市は管理していかな

いかんという部分があります。 そういう意味合いでいうと、 寄附される高額

な部分については、 やっぱり支出を伴うものは議会の議決を当然やっていか

ないといけないだろうなあという感じはします。  

 例えば有用なもの、 活用できるものと言っていますけれども、 例えば自動

車が寄附されました。 自動車が寄附されましたけど、 本体価格は例えば150

万であっても、 使っていく 間のガソリン代とか定期点検というのは本体価格

の上を行く 場合もあり得るわけです。  

 そういう ことを含めて、 今回のカメラだって保守をしたときの金額が定か

じゃない状況で、 本体がたく さん、 １台多分僕は二、三十万ぐらいすると思

うけど、 たく さん買えば10万かもしれませんけれども、 そこら辺とのことが

ありますから、 やっぱり寄附する上においては、 ある程度議会もチェックを

していく のが必要じゃないかなあと思っております。  

〔 発言する者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  じゃあ、 休憩でよろしいですかね。休憩して。  
〔 挙手する者なし〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  暫時休憩いたします。  
（ 休  憩）  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  休憩を閉じ、 再開いたします。  
 ほかに討議すべき事項はございませんか。  
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◎ 委員（ 木村冬樹君）  まとめないかんもんだから、 ちょっとどうするかと
いうところで、 議会基本条例推進協議会でという意見があったもんだから、

やっぱりそこでちょっと一遍議会の議員は議論をして、 これから寄附に対し

てどういうふうに執行機関側と情報共有をしていく のかというところについ

ては検討して、 この議決とは分けて考えていく ということでいかがでしょう

か。  

〔 「 賛成」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  その他御意見はございますか。  
木村さんの意見に対して、 よろしいですか。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  今の第96条第２項につけ加えていく かどうかみたい
な内容も含めて、 木村委員の言ったように、 今後推進協議会の中で議論をし

ていけばいいと思うんですが、 何か議論の中でなおなおまたわからなく なっ

ていった内容がいっぱいあって、今は議員間討議だから質疑したらいかんね。  

〔 発言する者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに。  
〔 挙手する者なし〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  それでは、 協議会で今後協議していく ということ
でまとめさせていただきます。  

 それでは、 討議もないようですので、 議員間討議を終結させていただきま

す。  

質疑に戻ります。  

◎ 委員（ 桝谷規子君） 確認で、 済みません。  

〔 発言する者あり〕  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  ２ 款はまだ、 電子情報システムの維持管理事業とか
はまだ議論していないでしょう 。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  大変失礼いたしました。  
 ほかの項目について、質疑していなかった部分がございますので、 大変申

しわけございませんが、款１議会費、款２総務費の質疑を再度始めさせてい

ただきます。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  電子情報システム維持管理事業についてお聞かせい
ただきたいと思います。  

 今度、 市町村間の連携のための書式変更等改修に係る委託料を増額すると

いう内容なわけなんですが、 マイナンバー制度の中でいろんな情報漏えいや

情報管理・ 運用に対する市民の皆さんの不安がまだまだ依然として払拭され

ていない中、 新たな連携をしていく ということなんですが、 具体的に11月13
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日からまた新たに情報連携が運用されるという内容があるんですよね。 そこ

ら辺をちょっと具体的に教えていただきたいと思います。  

◎ 協働推進課統括主査（ 宇佐見信仁君）  マイナンバーの情報連携について
は、 11月13日から本格運用ということで開始をされております。  

 今回補正予算で上げさせていただいているデータ標準レイアウト への対応

の改修については、 本来この11月から情報連携をする予定だった一部の事務

において、 国から示された標準レイアウト は少し足りない部分があって、今

度、 30年７ 月から情報連携を開始するというふうに、 その部分については少

しおく らせて開始をするということになりましたので、 それへの対応という

ことになりますので、 これまで予定されていたものから何か新たに加わった

という形ではなく て、 標準レイアウト の不備への追加での対応というような

形のものになります。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  確認なんですが、国からはその分が10分の10じゃな
く 、 ３分の１は市単独で持たなく ちゃいけないというところなんですかね。  

◎ 協働推進課統括主査（ 宇佐見信仁君）  今回補正で、 入でも上げさせてい
ただいておりますように、 厚生労働省から補助率３ 分の２ ということで補助

を受ける予定でございますので、 ３ 分の１については市町村の負担という形

になっています。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに質疑はございませんか。  
〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  議員間討議は必要ですか。  
〔 「 いいです」 と呼ぶ者あり 〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  それでは、 続いて款３民生費、 款４衛生費につい
ての質疑を許します。  

 質疑はございませんか。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  民生費のうちの国民年金費の年金システム改修業務
委託料についてお聞かせく ださい。  

 消費税を増税する際に非課税世帯に給付金を支給するという国の方針のも

とでのシステム改修だというふうに思いますが、 ちょっと具体的にどのよう

なシステム改修なのか、今の状態ではこれがうまいこと情報連携ができない

のかどうか、 こういった点も含めて少し説明をお願いします。  

◎ 市民窓口課主幹（ 兼松英知君）  平成26年度に構築した年金生活者支援給
付金の支給における情報交換媒体システムの仕様書を厚生労働省が平成29年

８月17日付で変更したため、 改修するものになります。

 システムの主な改修点につきましては、未申告者の有無に係る情報の収録
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に係る部分で、新たなコードの追加、 また未申告者、転入者がいる場合の世

帯の区分の入力方法の改善となっております。  

 この改修により、 支援給付金に関する事務は可能な限り御本人と年金機構

本部との郵便によるやりとりで完結するようになり、 年金事務所や市町村へ

の来庁がなるべく 不要になるという ことを目指した改修となっております。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  わかりました。 説明ありがとうございました。  
 世帯内に未申告の方などがある場合の所得が不明になるというような状況

が、 このシステム改修によって、 必要になればもちろん問い合わせが来ると

いうふうに思いますけど、 その辺の手数が減るという形の改修という ことで

確認させていただきます。  

 次に、 後期高齢者福祉医療費のうちの後期高齢者福祉医療費助成金が、対

象件数が見込みより多かったという ことで増額の補正になっています。 それ

で、 この中身はどういったものが増額の要因になっているのか。 対象件数が

ふえたということですが、 いろいろ入院・ 外来の違いもありますし、 疾病の

流行性のものだとか、 そういったこともあるというふうに思いますけど、 ど

のような状況で増額になっているのか、 お聞かせく ださい。  

◎ 市民窓口課統括主査（ 井上佳奈君）  後期高齢者福祉医療費の増加要因を
４月から10月までの実績から分析をさせていただきますと、 医療費につきま

しては、 昨年度の同時期と比べまして、 入院が83万円増加、 訪問看護につき

ましては36万円増加している状況となっております。受診件数につきまして

は、 特に調剤の伸びが大きく なっておりまして、 昨年度の同時期と比べまし

て323件増加しているような状況となっております。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  疾病の内容なんかはどうなんでしょうか。 また、 薬
剤・ 調剤関係という ことで、 今はほとんどの医療機関が院外処方で、 門前の

薬局で薬をもらって帰るというパターンができてきているというふうに思い

ますけど、 このことについてもいろいろ議論があるところで、 院外処方のお

金のほうが、 診療報酬が高いというようなこともあって、 患者の負担もふえ

るしといったことも少しあるわけですけど、 ちょっと細かいことを聞いて申

しわけありませんけど、疾病の関係で何か入院がふえているような要因があ

るのか、 訪問看護についてもどうなのか、薬剤の関係でも何か高額な薬品な

んかの関係があるのか、 こういったことについて少し説明をお願いします。  

◎ 市民窓口課統括主査（ 井上佳奈君）  ただいま御質問のありました疾病に
つきましては、特に状況は、 何かが特別にふえているといったような状況は

ないと考えているので、 ちょっと分析まではできておりません。  

 また、 調剤につきましては件数が伸びているというお話をさせていただい



２６

たんですけれども、 国民健康保険のほうで、 国保中央会というところが毎月

国保のほうの医療費を分析しているんですけれども、 全国的に見ても訪問看

護の需要も伸びているという ところも分析されておりますし、 調剤につきま

しては、 医薬分業というところで、 入院外よりも高く 伸びているという 、 全

国的にも調剤については伸びているというような状況があると分析されてお

ります。 こういったことも踏まえまして、 岩倉市の福祉医療の関係でも薬剤

の伸びが今非常に伸びているといった状況となっております。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  心身障害者福祉費の自立支援費のことでお伺いした
いと思うんですが、 障害者自立支援システム改修業務委託料で、 国から２分

の１ という ことで、 またこれも市単で２分の１ を持たなく ちゃいけないのか

なあという改正になっていますが、 障害者自立支援のサービスが、 国として

は介護保険のほうに近づけたい、将来的には介護保険と同じようにという方

向がある中、 どのような中身が30年４月には変えられていく のかなあという

ところを非常に心配するわけでありますが、 具体的にお知らせく ださい。  

◎ 福祉課統括主査（ 大島富美君）  主要な制度改正につきましては、 ６ つご
ざいます。  

 １ つ目は、 自立生活援助の創設です。  

 現在、 障害者支援施設やグループホームに入所・ 入居している方の中には、

賃貸住宅などでひとり暮らしを希望する方もいます。 しかし、 障害によって

生活能力に不安定さがあることなどで、 ひとり暮らしを選択できない方がい

ます。  

 新しく 創設する自立生活援助では、 本人の意思を尊重した地域生活を支援

するため、 ひとり暮らしを希望する者を、一定期間にわたり、 食事や掃除、

公共料金の滞納はないか、 地域住民との関係は良好かなどの確認を行い、必

要な助言や医療機関との連絡・ 調整を行います。  

 ２ つ目に、 就労定着支援の創設です。  

 就労移行支援などを利用し、 一般企業へ就労した方で、就労に伴う環境の

変化によって生活面に課題が生じてしまう方がいます。 例えば遅刻や欠勤の

増加、身だしなみの乱れや業務中の居眠りなどの課題が環境の変化によって

新たに生じるなどです。  

 新しく 創設される就労定着支援は、 職場や自宅に訪問し、 生活リズムや体

調などの指導や助言などを行ったりすることで、 環境の変化に適応できるよ

うサポート します。  

 ３ つ目は、 重度訪問介護の訪問先の拡大です。  

 日常的に重度訪問介護を利用している人が入院をした際に、ふだん利用し
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ていたヘルパーに支援をお願いすることが制度上できませんでした。 また、

その人の特性やニーズに合った支援が入院先へ引き継げない場合もあり、 利

用者が困ってしまう ことがありました。  

 この改正によって、 重度訪問介護を利用している方が入院中の医療機関に

おいても利用者の状態を熟知しているヘルパーを引き続き利用したり、 その

ニーズを的確に医療従事者に伝達したりなどの適切な対応・ 支援が利用でき

るようになります。  

 ４ つ目に、 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進するための

見直しです。  

 65歳になると、 障害福祉サービスと同様のサービスが介護保険法にある場

合は、介護保険サービスの利用が優先されるようになっています。 それに伴

い、 高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、利用者負担１割などが

新たに発生します。 また、 これまで利用していた障害福祉サービス事業所と

は別の介護保険事業所を利用しなければならないことがあるなどの課題が指

摘されていました。  

 この改正によって、 65歳になるまでの長期間にわたり障害福祉サービスを

受けていた障害のある方が障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを

利用する場合、一定程度以上の障害支援区分の方で低所得者あるいは生活保

護受給者である場合、 介護保険サービスの利用者負担が軽減・ 償還されるよ

うな仕組みが設けられます。 また、 障害福祉サービス事業所が介護保険事業

所としても機能しやすく なるなどの見直しを行い、 介護保険サービスがより

円滑に利用できるようになります。  

 ５ つ目に、 重症心身障害児などに対して居宅訪問型の児童発達支援が創設

されます。  

 障害児支援に関しては、 複数の児童が集まる通所による支援が子どもの成

長に望ましいと考えられていたため、 これまで通所支援の充実を図ってきま

した。 しかし、 現状では重度の障害のため外出が著しく 困難な障害児が児童

発達支援等の障害児通所支援を受けられません。  

 そこで、 重症心身障害児などの居宅を訪問して、 日常生活における基本的

な動作の指導、知識・ 技能の支援を行う居宅訪問型児童発達支援が新たに創

設されることになりました。  

 最後に、 ６ つ目の補装具の貸与制度でございます。  

 これまでの補装具本体には、 貸与はありませんでした。 この改正によって、

障害児など成長に伴って短期間で補装具の交換が必要となる場合は、 補装具

本体の貸与が行われることになります。  



２８

 なお、 これらの詳細は、 今後、運営基準につきましては、 平成29年12月に

パブリックコメント を行った上で、 平成30年１月ごろに政令・ 省令が公布さ

れる予定です。以上です。  

◎ 委員（ 大野慎治君）  １ 点お聞かせく ださい。  
 民生費の中の社会福祉費、 社会福祉総務費の中で、職員等管理費で時間外

手当が群を抜いてというか、 危機管理も大分増額しておりましたが、 時間外

手当が220万計上されていますが、 他課ではほとんど計上されておりません

が、 この要因はどういったものがあるんでしょうか、 お聞かせく ださい。  

◎ 福祉課長（ 富 邦也君）  時間外が障がい福祉グループのほうで４月から
増額した理由につきまして報告させていただきます。  

 障がい福祉グループのほうなんですが、障害者計画の策定に４月からかか

っておりまして、 それに伴いまして、 あと地域福祉計画を今策定しておると

ころなんですが、 その計画に伴いまして時間外等がふえておりますので、 そ

ちらのほうで増額させていただいておりますのでよろしく お願いします。  

◎ 委員（ 宮川 隆君）  児童福祉総務費のファミ リーサポート 事業の部分で、
勤務体制の変更による増額補正ということなんですけれども、 具体的にどう

いう勤務体制が変わったんでしょうか。  

◎ 子育て支援課長兼地域交流センター長（ 西井上 剛君）  ファミ リーサポ
ート 事業におきましては、 通常、今までファミ リーサポート における事務と

いうことをやっていただいておりましたが、 勤務体制の変更という中では、

ほかに補助金等を受けていただいておる業務等も内部でお手伝いをしていた

だく というような形で、若干内部調整というところで業務もお願いしている

部分もございますというところの内容を、 ちょっと勤務体制の変更という書

き方をさせていただいております。  

〔 発言する者あり〕  

◎ 子育て支援課長兼地域交流センター長（ 西井上 剛君）  そうですね、パ
ート 職員のほうも異動等がございます。 その異動をきっかけに、 ちょっと業

務量の調整をさせていただきました。 お願いいたします。  

◎ 委員（ 宮川 隆君）  勤務体制そのものが変わったという ことじゃなく て、
勤務内容の負荷があった分の増額という ことでよろしいんでしょうか。  

◎ 子育て支援課長兼地域交流センター長（ 西井上 剛君）  はい、 それでお
願いをいたします。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに質疑はございませんか。  
 よろしいですか。  

〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕  
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◎ 委員長（ 関戸郁文君） 議員間討議もよろしいですか。  

〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君） 暫時休憩して、職員の交代をお願いいたします。  

（ 休 憩）

◎ 委員長（ 関戸郁文君） 休憩を閉じて再開いたします。  

 続いて、 款５農林水産業費、 款６ 商工費についての質疑を許します。  

 質疑はございませんか。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  商工費の桜維持管理委託料についてお聞かせく ださ
い。  

 今回、 台風・ 大雨が多かったというのは皆さんの共通認識だというふうに

思っていまして、 それによって桜に対する管理が必要な部分がたく さんあっ

たというふうに思っているところです。  

 それで、 こういう形で補正が組まれるということに関して、 少しこういう

場合には難しいのかなあというところでお聞かせいただきたいと思いますけ

ど、 関係の課のところにはもう何回もお話をしていますけど、 ことしは毛虫

の発生が非常に多かったということで、 この秋の終わりがけまで桜に対する

毛虫がいたということで、 その付近の住民からすごく 苦情が出ているという

ふうに思っているところです。  

 それで、 その毛虫の駆除についても、 対応としては予算が一応終わってい

るものだからという ことだったんですけど、 そういったことに関する補正予

算だとか、 なかなかこれは難しい問題だというふうに思っていますし、 季節

が来ればやはり毛虫はいなく なるもんですから、 そういう時期を待てという

のもあるかもしれませんけど、 被害を受けている住民は非常に大きな苦痛の

種だったわけで、 そういった点での補正のあり方というのはどのようにお考

えなんでしょうか。  

◎ 商工農政課統括主査（ 今枝正継君）  毛虫の発生についてといったところ
ですけれども、 今年度の当初予算でも３回分の予算を組ませていただいてお

ります。  

 そんな中で、実際には五条川の桜の毛虫の発生状況を見ながらこれまでも

対応してきたところですけれども、 今後に至っては、 これから寒く なる時期

でして毛虫の発生はございませんので、 また来年以降、 実際に毛虫が出たと

きにどれだけ対応できるかといったところは、 新年度の予算のところで少し

回数等を含めながら検討させていただきたいと思っております。  

◎ 委員（ 大野慎治君）  商工費の、 私も桜維持管理委託料、 今年度予算が若
干減ったことについて、 ３月の予算のときにこの部分をお聞きしております
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ので、 再度お聞きしたいと思います。  

 道路上の危険な枯れ枝とか増水時の水流を阻害する枝等の臨時処置等、今

でもクリーンアップ五条川のときに阻害している枝のごみをみんなで掃除す

るんですが、 渇水期じゃないとあの枝を切れませんので、桜並木保存会の活

動の中でもあれを切っていいのか切って悪いのかというのは賛否があってで

きませんが、 来年度に向けて、 この桜維持管理委託料、 今年度分の850万、

もとの形に戻される予定、 来年度に向けて予定があるのかないのかという方

針はどのようにお考えなのか、 お聞かせく ださい。  

◎ 商工農政課統括主査（ 今枝正継君）  桜の維持管理の予算ですけれども、
例年、 ４年間の、 計画的に五条川を４回に分けまして定期的に実施する部分

と、 あとは実際に枯れ枝ですとか、 突然の倒木ですとか、 そういったところ

の臨時の予算のほうを計上させていただいているところです。  

 実際には例年の毎年実績を見ながら必要な予算のほうを要求させていただ

いておりますので、 また来年度当初予算につきましても、 実際に今後は上流

をまず中心にやっていく ことになろうかと思いますけれども、 そういったと

ころを含めながら必要な予算のほうを要求させていただきたいというふうに

考えております。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに質疑はございませんか。  
〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  議員間討議は必要ですか。  
〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  お諮りいたします。 ここで休憩させていただきた
いと思いますが、 いかがいたしましょうか。  

〔 「 異議なし」 と呼ぶ者あり 〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  では、 休憩させていただいて、 １ 時10分から再開
ということでよろしく お願いします。  

（ 休  憩）  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  休憩前に引き続き会議を開きます。  
 続いて、 款７土木費、款８消防費についての質疑を許します。  

 質疑はございませんか。  

 よろしいですか。  

〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  討論もよろしいですか。  
〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  では、 終結いたしました。  
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 続いて、 款９教育費についての質疑を許します。  

 質疑はございませんか。  

◎ 委員（ 堀  巌君） 学校用務員の賃金単価が改定されたためというふう

に書いてありますけれども、 これはどのような経緯で、 どこで改定されたん

でしょうか。  

◎ 秘書企画課統括主査（ 加藤 淳君）  今のパート 職員の賃金単価が改正に
なったということでございますが、 愛知県の最低賃金が845円から871円の26

円上がったということで、 こちらは平成29年10月からという ことでございま

す。 10月より、 下回っていた職種について、 賃金単価を880円とさせていた

だきました。  

 その職種については、一般事務の学生アルバイト と用務員、調理員、 いず

れも850円でありましたので880円に改正させていただきました。 よろしく お

願いいたします。  

◎ 委員（ 堀  巌君）  先ほど認定こども園のところで保育士等の処遇改善
という言葉が出ています。 昨今、 なかなか保育士も不足しているということ

で、 そこら辺の議論、 処遇改善という趣旨と今回のパート 賃金、 パート で働

いている保育士さんもたく さんいます。 そういったところの処遇改善的な措

置みたいなところは、 議論には上らなかったんでしょうか。  

◎ 秘書企画課長（ 佐野 剛君）  保育士の処遇改善ということなんですけれ
ども、 29年４月から従来の、 単価は少し、 ごめんなさい、今手持ちにないん

ですけれども、 40円、 事務職であれば10円を増額したんですけれども、 パー

ト 保育職については40円増額というか、 改定させていただいておりますので、

そういった意味では改善をしているということでよろしく お願いします。  

◎ 委員（ 鈴木麻住君）  給食センター費についてお伺いします。  
 これは本会議でもお聞きしたんですけど、 旧学校給食センターの取り壊し

工事が延期になったということで、 アスベスト の調査費が今回新しく 計上さ

れていると。 このアスベスト に関しては、本会議のときに、 29年５月に環境

省から通知があって調査をすることになったと。  

 ただ、 これは私が調べましたら、 26年６月１日からアスベスト の飛散防止

対策強化ということでそういう通知が出されているんですね。 それに伴って、

解体工事をする場合は事前にアスベスト の調査をしなさいということになっ

ていると思うんですけど、 たしか以前、 小牧岩倉で旧焼却炉ですか、 解体す

るときに、 工事が始まってから追加でアスベスト の調査をやっています。 ２

億の追加工事が出ているんですけど、 あれはたしか去年だったと思うんです

よね。  
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 だから、 今回も、 もともとアスベスト は調査をする必要があったんじゃな

いかなあと思うんですけど、 その辺はどうでしょうか。  

◎ 学校教育課長（ 石川文子君）  旧学校給食センターにおきましては、 以前
にアスベスト 調査のほうをしておりまして、 露出・ 飛散のおそれがあるもの

については、 もう既に除去の工事のほうを実施しております。  

 今回、 内装建築資材等につきましては、以前より改修・ 解体時での調査が

必要であるということは認識しておりましたため、 今回、削減をしました平

成29年度の当初予算のほうの取り壊し工事にも、 内装建築資材につきまして

はアスベスト が含有しているものとして積算をしております。設計委託料に

は、 その費用のほうが含まれているということになっております。  

 今回の通知につきましては、 建築用仕上塗材についての通知。 この建築用

仕上塗材のほう、 いわゆる建物の外壁等に吹きつけされている仕上材にはア

スベスト を含有しているものがあるということで、 この５月に新たに建築物

等の、使用時には飛散の可能性は小さいですけれども、 解体、改造、 補修等

時は飛散する可能性があるということで、 この建築用仕上塗材を用いて施工

されている場合は、 アスベスト の含有調査が必要だということになりました。

また、 含有している場合につきましては、飛散防止の措置についても通知の

ほうが出されているということです。  

 今回は、 その仕上げ塗材に関しましての通知を受けて補正をさせていただ

く ものでございます。 先ほども言いました当初予算のほうにも入っておりま

したが、 この仕上げ塗材も含めてもし含有されているという ことであれば、

適切な飛散防止措置が必要だという ことになるため、多額の費用が発生する

ということですね。 そのため、 今回の補正で、 外装・ 外壁に加えて、 従来か

らの内装建設資材を含めた調査をすることというふうにして計上をさせてい

ただきました。  

 このことによりまして、 来年度以降に実施します工事の解体の積算ですと

か設計にも適切に反映することができるということになりますので、 よろし

く お願いをいたします。  

◎ 委員（ 鈴木麻住君）  当初の工事に含まれていたということは、 解体工事
の中に今のアスベスト の調査も含まれていたというお答えと理解してよろし

いんでしょうか。  

 要するに、 外壁の塗材とか内装材なんかも全部調査することになっている

と思うんですけど、 それは、 だから26年の強化策の段階でそういうものが提

示されていると思うんですよね。 それがなかなか今周知されていないので、

何回かに分けて多分周知されていると。 それがこの間の29年５月の周知とい



３３

う ことだと思うんですけど。  

◎ 都市整備課主幹（ 石黒光広君）  平成29年５月の国からの通知によります
対象といたしましては、従来の内装・ 外装に加えまして、 外装につきまして

は石綿含有仕上塗材のうちの吹きつけ工法によるものが疑わしいということ

で、 こちらのほうの調査をし、 解体・ 補修をする場合は適切な対応をしなさ

いという通知でございました。 ですので、 26年度の通知におきましては、 こ

の吹きつけ工法によるものは対象としておりませんでした。  

◎ 委員（ 鈴木麻住君）  先ほど言ったように、 小牧市の焼却炉のアスベスト
というのは、 外装の吹きつけにアスベスト が含有されているということで、

解体途中で調査を入れて、 去年２億の追加工事でアスベスト の処理をしたと

いうことなので、 もうその段階ではそういう通知が出ているはずなんですね。

まあ、 いいです。  

 じゃあ、 質問を変えます。 ちょっとよく わからないので、 じゃあ次に行き

ます。  

 今回のそのアスベスト の調査というのは、 残すと当初言われていた事務棟

も調査に含まれているんでしょうか、 どうでしょうか。  

◎ 学校教育課主幹兼学校給食センター所長（ 神山秀行君）  事務棟も調査の
ほうに含ませていただいております。  

◎ 委員（ 鈴木麻住君）  それでは、 そのアスベスト の調査の192万2, 000円で
すか、 この積算根拠ってどういうものが積み上げられてこの値段になってい

るのか、 金額を算出されたのか、わかる範囲で教えていただきたいんですけ

ど。  

◎ 学校教育課主幹兼学校給食センター所長（ 神山秀行君）  積算の内訳を説
明させていただきますと、 図面調査及び現地調査、 報告書作成という ことと、

アスベスト の定性試験という ことで45検体の検査費を見込んでおります。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  私もちょっとアスベスト 調査委託料の関係でお聞か
せく ださい。  

 アスベスト は、 御存じのように奇跡の鉱物と言われて、かなりの期間すぐ

れた建築材として使われてきたという歴史があります。 ある意味、 国も挙げ

てそういう ことを推奨してきたというような状況もあるというふうに思って

います。 そういった中で、 人体に害を与えるという ことで除去だとか調査が

されるということになっているわけですけど、 こういった費用に対する国の

特定財源というのは全く 見込めないものなのか、 そういった状況についても

しわかれば教えていただきたいと思います。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  暫時休憩いたします。  
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（ 休  憩）

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  休憩を閉じ、 再開いたします。  
◎ 教育こども未来部長（ 長谷川 忍君） 直接的には補助金だとかそういっ

たメニューはございません。 考えれば、 施設の管理の部分で見ていただけて

いるとすれば、特別交付税とか地方交付税の中の一管理事業費の中で見込ま

れているかもわからないというところだと思います。  

◎ 委員（ 梅村 均君）  小学校費、 中学校費で参考までに確認でございます
けれども、 就学援助費ですが、 入学前支給になるということですけど、 近隣

の状況が、 わかる範囲でいいですので、 つかんでいるところで教えてく ださ

い。  

◎ 学校教育課統括主査（ 佐野亜矢君）  まず、 現在、新入学児童・ 生徒学用
品費を就学援助の支給項目としています自治体のうち、 平成30年度入学の児

童・ 生徒に対して入学前の支給を予定している自治体は、小・ 中学校入学と

も対象としているのが34市町、 中学校入学のみを対象としていますのが１市

という状況です。 また、残りの自治体の多く が、 また来年度以降の導入を現

在検討中といった状況でございます。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  文化財保護費についてお聞かせく ださい。  
 減額になっているわけですが、 52ページの報酬の一覧によりますと、 嘱託

員の文化財指導員は３ カ月ということでの予算になっていて、 それが149万

7, 000円という 、 ９ カ月分が減額という 補正予算かなあと思うわけですが、

１月から３月はちゃんと予算化されているということで、 ずうっと４ 月から

不在だった文化財指導員の方は１月からのめどはあるのでしょうか。  

◎ 教育こども未来部長（ 長谷川 忍君）  実質12月までには雇用できないと
いうことで、 12月分まで減額をさせていただいて、 ９ カ月分減額します。 １

月からについても、 現時点では雇用できるという人の目当てはついておりま

せん。  

 引き続きいろんなところへ働きかけながら募集をかけたり、 職安ですとか

大学の方、 それから埋蔵文化財センターの長だった方が、今、文化財指導員、

保護委員で岩倉市のをお願いしているもんですから、 そちらにお願いしたり

しているんですけれども、 なかなか採用できない状況が続いております。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  なかなか採用が難しいということで、 職員の方もい
ろいろ一生懸命探していただいている状況だとは思うんですが、 その月額が、

16万6, 000円という金額がそのままではという厳しさはないんでしょう か。

やはり専門的な知識を有する方ということで、 このままの報酬月額でいいと

いうお考えでしょうか。  
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◎ 教育こども未来部長（ 長谷川 忍君）  こちらの報酬につきましては、 28
年度から変えていないんですけれども、 例えば短時間でもというお願いもし

てみたりということも考えている。 そういった場合にはこの報酬額より少な

く なろうかと思いますし、 本当にいい人が見つかれば増額も考える必要が出

てく るのかなあと思います。 その場合には、 また予算等で計上して、 相談を

させていただきたいというふうに思っております。  

◎ 委員（ 大野慎治君）  前市長の寄附のことで、 安全安心カメラのことばか
りありますが、学校へのステンドグラスの件はどのようになっているんでし

ょうか。 ちょっと僕が知っているＰ Ｔ Ａの方からすると、 そのようなもので

はなく 、 もっと何か学校に有効なものという案もあるそうですが、 どのよう

な進捗なのか。 ちょっとここでお聞きするところではないかもしれませんが、

もしお答えできることがあれば教えてく ださい。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  暫時休憩いたします。  
（ 休  憩）  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  休憩を閉じ、 再開いたします。  
◎ 教育こども未来部長（ 長谷川 忍君）  寄附の申し出のところで、 子ども
たちの思い出に残る校内アート ということで、 目録でいただいたところでご

ざいます。  

 各学校約50万ほどということで７ 校分、学校に、 子どもたちの思い出に残

るようなものでということで、 学校の校長先生のほうで何か考えてく ださい

という投げかけをしております。  

 例えば子どもたちの絵を募集するだとか、 夏休みのところでそういう絵を

集めたりしようだとか、 それを壁画にしようだとか、 ステンドグラスにしよ

う とか、 それは各学校にお任せしている。大体のところが、 今年度の卒業生

の意見を反映しながら、 できれば卒業式までに間に合うよう なことで寄附を

受けたいなあというふうで考えて準備を進めているところでございます。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに質疑はございませんか。  
〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  これをもって歳出についての質疑を終わります。  
 議員間討議はよろしいですか。  

〔 「 いいです」 と呼ぶ者あり 〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  それでは、 続いて歳入の質疑に入ります。  
 質疑はございませんか。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  繰越金についてお聞かせく ださい。  
 今回は繰越金を減額する補正となっておりますが、留保財源としては現在
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どのような状況になっているのか、 お聞かせいただきたいと思います。  

◎ 行政課統括主査（ 酒井 寿君） 29年度現在の繰越金の状況ですけれども、

12月補正、 今回以降の留保財源としては６億6, 300万円となっております。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに質疑はございませんか。  
〔 挙手する者なし〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  これをもって歳入についての質疑を終わります。  
 続いて、 第２表 債務負担行為補正についての質疑に入ります。  

 質疑はございませんか。  

◎ 委員（ 櫻井伸賢君）  桜まつり委託料でお聞かせく ださい。  
 本会議の中の上程理由で、 南部中、曽野小のグラウンドが新たに駐車場に

なるというようなお話だったかと思います。 勝手にとめてく ださいというわ

けにはいかないでしょうから、 まずラインで、 石灰で区画をされるのかどう

かお聞かせく ださい。 まだ決まっていないような状況だったら、 案でも結構

です。  

◎ 商工農政課統括主査（ 今枝正継君）  今度新しく 追加させていただく 予定
であります南部中学校及び曽野小学校ですけれども、 既に五条川小学校です

と、 ラインを引いて、 駐車枠を囲って用意させていただいておりますので、

同様の形でやらせていただきたいというふうに考えております。  

◎ 委員（ 櫻井伸賢君）  それで、 警備計画がどうなっているのかをお伺いし
たいんですけれども、 現況、 南部中は消防団がやっています。 ことしは１回

目の１週目が三分咲きだったもんですから、 ある程度閑散としていたという

状況だったんですけれども、 これでグラウンドを開放する等によって配置人

員の増が見込まれます。警備会社の人でお願いをするのか、 消防団員が入る

のか、 そこら辺、 曽野小も含めてお聞かせく ださい。  

◎ 商工農政課統括主査（ 今枝正継君）  南部中学校につきましても、 曽野小
学校につきましても、 南部中学校は従来、職員用の駐車場を消防団の方にお

願いをしてやっておりましたけれども、 今度はグラウンドを使うといったと

ころで、 場所も広く なりますし、 実際にはプロの警備員をお願いしてやって

いきたいというふうに考えております。  

◎ 委員（ 櫻井伸賢君）  とすると、 八剱憩いの広場が有料なんですね。 五条
川小学校と南部中と曽野小が料金を徴収するのか、 しないのか。  

 要は、 八剱憩いの広場の混雑を解消するために周辺部に分散する意味で無

料のままなのか。 今回、最終的にはグラウンドを整備してお返しする形にな

るので、 ある一定程度の負担が出てく るかと思いますけれども、 駐車場が有

料化されるのかどうなのかをお聞かせく ださい。  
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◎ 商工農政課統括主査（ 今枝正継君）  今度新しく 予定しております南部中
学校につきましては、 500円の有料ということで考えております。  

 新たにもう一点追加させていただく 曽野小学校につきましては、 こちらに

ついては、 昨年度、 南部に夢結橋という跨線橋もできましたので、 町なかの

渋滞の緩和を図る上でもそういったところに流したいというふうに考えてお

ります。 そういった中で、 曽野小学校については無料でやらせていただきた

いというふうに考えております。  

◎ 委員（ 櫻井伸賢君）  わかりました。  
 という ことで、 南部中学校で、現況、 消防団員は白山公園と南部中学校を

警備しています。 白山公園は消防団員と警備員の方がいます。 つく づく 消防

団員は要らないんじゃないかなあという思いがあります。  

 今回、 南部中学校も警備員の方で対応していただく 、 ましてや現金の受け

取りがあるという関係になるんですけれども、 桜まつり実行本部として消防

団員の警備の状況をどういうふうにお考えなのか、 お聞かせく ださい。  

◎ 商工農政課統括主査（ 今枝正継君）  今、 櫻井委員がおっしゃられました
ように、 白山公園と従来ですと南部中学校の職員用の駐車場に消防団の方を

お願いしてまいりました。 ただ、今度、 南部中学校についてはプロにお願い

するといったところもありまして、 警備員の方ですね、 まだまだ会場全体は

混雑等をしておりますので、 また別のところも含めて警備のお願いをしてい

く といったことも含め、 また検討していきたいというふうに考えております。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  以前から、 五条川小のグラウンドを使うことで、 や
はりスポーツ少年団や子どもたちの遊び場を駐車場として開放することには

いかがなものかという声を地元の方からよく 聞いているんですが、 今、 民間

のゲオの駐車場などもお借りする、 あれは土・ 日だけでしたかね、 そういう

努力もしていただいていると思うんですが、 愛知銀行の平地になった土地だ

とか、 より何かもっと民地で、 そういう小・ 中学校のグラウンド以外のとこ

ろでもっと駐車場の確保というところは広げていく 努力をすべきじゃないか

なあと思うんですが、 どうでしょうか。  

◎ 商工農政課統括主査（ 今枝正継君）  小学校のグラウンドをお借りしてい
るといったところの中で、 実際にはゲオの駐車場も土・ 日、 確かにお借りさ

せていただいております。 それ以外にも、八剱を含め、 市内全体の民間の企

業の駐車場等を含めて、 どこかお借りできないかというよう なところも実行

委員会の中で検討をしながら、 実際に現場を回りながら、 そういった場所も

探してまいりました。  

 また、 過去に愛知銀行のほうも敷地をお借りしてやったんですけれども、
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実際には道幅が非常に狭く てやはり危ないといったところもありましたので、

愛知銀行のほうはそれ以降使わないといったところもあります。  

 今後も、 またどこかでそういった実際に駐車場として使えるような場所が

ないかどうかを含めてまた検討していきたいと思いますし、 何かいい案があ

りましたらぜひお声をいただけたらというふうに思いますので、 よろしく お

願いします。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  ぜひよろしく お願いします。  
 それだけ愛知銀行みたいに広いところでなく ても、 中本町に１ カ所、 あれ

は10台ぐらい入るのかなあ、 10台も入らないか、 そういう民間で独自にやっ

ていらっしゃるところもあるんですが、 もっともっとそういうところをぜひ

ぜひと広げてお声をかけていく というようなことも、 江南の藤のところなん

かも民間の少しずつの駐車場がいっぱいありますよね。 ああいったことも考

えていっていいんじゃないかと思うんですが、 難しいんでしょうかね。  

◎ 商工農政課統括主査（ 今枝正継君）  今、 江南の藤まつりの民間の駐車場
のほうを具体的な例で出していただいたと思いますけれども、 今現在、 岩倉

の桜まつりの際にも、 民間の方は自分で土地のほうを活用しながら有料の駐

車場を設けております。 そういった形で、実際には土地が利用できるような

ところがあるような方が見えましたら、 どんどんそういった形で駐車場のほ

うを設けていただいてやっていただければいいのかなあというふうに思って

おります。  

◎ 委員（ 鈴木麻住君）  同じく 桜まつりの委託事業で、 今回、雨対策でコン
パネを以前敷いていたのを、 ポリエチレン製の板を敷く ということになって

いますけれども、 この敷く 範囲ですね、 前は通路だけにコンパネを敷いてい

たと思うんですけど、 同じそのコンパネにかわる範囲を敷く のか、 もっと敷

く 範囲を広げて、 ある程度全体に敷き詰めるのか、 どの程度のことを考えて

いるんでしょうか。  

◎ 商工農政課統括主査（ 今枝正継君）  これまでも雨対策というような形で、
コンパネまたは実際にスーパークラピアも含めながらやってまいりました。  

 今回、 新しく 高密度のポリエチレン製といったところで敷板をやらせてい

ただきますが、実際にはまずは試験的にやっていきたいというふうに考えて

おりまして、 実際には会場全体というよりは来られた方が歩く 通路の部分を、

およそ130枚ほどを敷いて対応していきたいというふうに考えております。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに質疑はございませんか。  
〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ないようですので、 質疑を終結いたします。  
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次に、 議案に対する討論に入ります。  

 討論はございませんか。  

〔 挙手する者あり〕  

◎ 委員（ 堀 巌君） 議案第71号「 平成29年度岩倉市一般会計補正予算

（ 第４号） 」 に賛成の立場で討論したいと思います。  

交通安全・ 防犯推進費については、 消耗品費、光熱水費及び電柱使用料が

計上されているのみで、大もとのカメラ本体を初め、 その設置費等の何千万

円に上る費用は市民からの現物寄附によって賄われる予定です。 現時点では、

市は寄附目録を受領していますが、 そこには防犯設備一式としか記載がなく 、

100台という数字も口頭でのものという ことです。  

 口頭でも契約は成立しますが、取り消すことができます。 この取り消すこ

とができる口約束を予算上の措置と言えるのかという点について、 私は地方

自治法第222条の規定にある必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見込み

が得られたとは言えないのではないか、 つまり自治法の規定に反するのでは

ないかと考えますが、 市当局は寄附者の信用度が高いと見込み、 予算上の裏

づけがなされているとして付随予算を提案したものと解釈しております。  

 寄附自体はとてもありがたいことではありますが、現金で寄附された場合

は全事業費が予算として議会の議決の対象となっていく ことから鑑みれば、

現物寄附であったとしても、 議会や市民に対し、 同様の透明性を確保し、 事

業が執行されていく べきものでありますので、 今後一層積極的かつ細やかに

資料の公開及び説明をお願いして、 賛成といたします。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに。  
〔 挙手する者あり〕  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  私も、 議案第71号「 平成29年度岩倉市一般会計補正
予算（ 第４号） 」 について、 意見を述べるという形で賛成討論をしたいとい

うふうに思います。  

 今回の補正予算について、 議論の焦点となったのが安全安心カメラ管理事

業における寄附のあり方だというふうに思います。  

 寄附者の意向により設置されたカメラを寄附として受けるという形になっ

ているわけで、 カメラ本体の購入費あるいはカメラの設置費などが予算に含

まれないものとなっているわけです。  

 質疑の中で、寄附の総額としてはどれぐらいになるのかというふうに聞い

たところ、 現時点ではなかなか公表できない、 寄附者の意向に沿いたい、 ど

ういった形で公表していく のか検討したいという答弁が行われました。 議案

に関連する情報でありますので、やはり議会に明らかにされていないという
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ことを見ますと、 この段階で議決を行うことにはやはり困難さを感じており

ます。本来ならば、 金額による寄附を受けて、 それを財源にカメラ購入・ 設

置などを市の責任でもって行っていく 、 このことのほうが望ましい形ではな

かったのかなあというふうに考えているわけです。  

 物品の寄附についてはもちろんあるということでありますが、 高額なもの

で市の負担も伴うようなもの、 あるいはその寄附を受けることによってさま

ざまな意見が予測されるもの、 こういったものについては、 今後も執行機関

と議会、 そしてもちろん市民ですが、 ともに情報共有ができるような形を築

き上げていく 必要があるというふうに考えています。  

 以上のような意見を申し添えて、 補正予算全体については必要なものとい

うふうに考えておりますので、 賛成いたします。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに討論はございますか。  
〔 挙手する者なし〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  討論を終結し、 採決に入ります。  
 議案第71号「 平成29年度岩倉市一般会計補正予算（ 第４号） 」 について、

賛成の委員の挙手を求めます。  

〔 賛成者挙手〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  挙手全員でございます。  
 採決の結果、議案第71号は全員賛成により、 原案のとおり可決すべきもの

と決しました。  

 暫時休憩いたします。  

（ 休  憩）  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  休憩を閉じ、 再開いたします。  
 続いて、 議案第72号「 平成29年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算

（ 第２号） 」 を議題といたします。  

 当局の説明はいかがいたしましょ うか。  

〔 「 省略」 と呼ぶ者あり〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  当局の説明を省略いたします。  
 それでは、 質疑に入ります。  

 質疑はございませんか。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  今回、 保険事業についての増額補正が行われており
ます。人間ドックの助成金についての増額でありますが、申込件数が当初見

込みより上回ったということで、 どのぐらいの規模で上回っているのか、 ま

た希望者全員が受けられる形になっているのか、 この点についてまずお聞か

せく ださい。  
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◎ 市民窓口課統括主査（ 井上佳奈君）  人間ド ック費用の助成事業といたし
まして、 当初予算で500名という ことで定員を見込んでいたところでござい

ますが、 現在の状況の申し込みは520名のお申し込みがあるような状況とな

っております。  

 申し込みの増加に伴って予算が不足するようでありましたら、 補正で対応

させていただいて、 全員の方に受けていただけるようにさせていただこうと

考えております。 よろしく お願いします。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  ありがとうございます。 ぜひそういった形で進めて
いただきたいと思います。  

 それで、 歳入のほうを見ますと、 特定健康診査等の負担金ということで国

庫と県費が入っております。 それで、 いわゆる特定健康診査の受診率という

のが、上げなきゃいけないということでずうっと国のほうからも指導されて

います。 それが低いとまたペナルティ ーみたいなことも検討されているとい

うような状況もある中で、 この人間ドックを受けられた分というのがその受

診率の中にきちんと含まれていく という形でやられているのかどうかという

点について、 今の市の状況をお聞かせいただきたいというふうに思います。  

◎ 市民窓口課統括主査（ 井上佳奈君）  人間ド ックの助成事業におきまして、
人間ドックの検査項目に特定健診の基本項目が含まれているため、 人間ドッ

クの受診率も特定健診の受診率に埋め込んで、 受診率としては含めておりま

す。  

 特定健診の基本項目が含まれていることから、 国・ 県からその分につきま

しては３分の１ずつ補助をいただいているような状況です。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  わかりました。  
 このことによって受診率が引き上がっていく ということで、 ぜひそんなふ

うに進めていただきたいというふうに思います。  

 あと一点ですけど、 国民健康保険特別会計についても繰越金の関係での現

在の留保財源はどのようになっているのか、 お聞かせいただきたいと思いま

す。  

◎ 市民窓口課統括主査（ 井上佳奈君）  29年12月の補正後の留保財源といた
しましては、 約２億1, 800万円となっております。  

◎ 委員（ 桝谷規子君）  確認ですけど、 人間ドックを受ける医療機関は市外
でもこの助成は受けられるということでよろしかったでしたっけ。  

◎ 市民窓口課統括主査（ 井上佳奈君）  指定医療機関を指定しているので、
市内の医療機関を29年度は８医療機関指定をしておりますので、 市内の医療

機関、 その指定した８医療機関で受診された方について助成するというよう
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な制度になっています。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君） ほかに質疑はございませんか。  

〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ないようですので、 質疑を終結いたします。  
次に、 議案に対する討論に入ります。  

討論はございますか。  

〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  討論はないようですので、直ちに採決に入ります。  
議案第72号「 平成29年度岩倉市国民健康保険特別会計補正予算（ 第２

号） 」 について、 賛成の委員の挙手を求めます。  

〔 賛成者挙手〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君） 挙手全員であります。  

採決の結果、議案第72号は全員賛成により、 原案のとおり可決するものと

決しました。  

続いて、 議案第73号「 平成29年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算

（ 第２号） 」 について審議いたします。  

当局の説明はいかがいたしましょ うか。  

〔 「 省略」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君） 当局の説明を省略し、 直ちに質疑に入ります。  

質疑はございませんか。  

〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ないようですので、 質疑を終結いたします。  
次に、 議案に対する討論に入ります。  

討論はございますか。  

〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  討論を終結し、 採決に入ります。  
議案第73号「 平成29年度岩倉市公共下水道事業特別会計補正予算（ 第２

号） 」 について、 賛成の委員の挙手を求めます。  

〔 賛成者挙手〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君） 挙手全員であります。  

採決の結果、議案第73号は全員賛成により、 原案のとおり可決するものと

決しました。  

続いて、 議案第74号「 平成29年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（ 第２

号） 」 について審議いたします。  

当局の説明はいかがいたしましょ う 。  
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〔 「 省略」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君） 当局の説明を省略し、 直ちに質疑に入ります。  

質疑はございませんか。  

◎ 委員（ 木村冬樹君） 歳出のほうでシステム改修委託料が組まれておりま

す。 それで、 介護予防・ 日常生活支援総合事業、総合事業というふうに省略

して言っておりますが、 このことに関するシステム改修でありますが、 現時

点でのこの総合事業ですが、 ９月議会でも一般質問をしましたけど、 その後

の状況を少しお聞かせいただきたいなあというふうに思っています。  

 いわゆるその基準を緩和したサービスという形で、 ９月議会の時点では１

人の方が受けられているというよう な状況があったと思いますが、 その後の

状況はどうなのか、 またそういう指定した事業所について増減がどうなのか、

また住民による支援というところについての動きが何かあるのかどうか、 こ

ういった点について少し説明をお願いします。  

◎ 長寿介護課統括主査（ 丹羽真伸君） 平成29年11月末現在ということにな

りますが、 総合事業の対象となっている方は81人で、 そのう ち新規で基本チ

ェックリスト を実施、 事業対象となった方は29人、 要支援１ ・ 要支援２の人

で新規や更新の認定申請で事業対象となった方は52名となっております。  

総合事業におけるサービスの利用状況について、 実際にサービスを利用さ

れた方は11月サービス提供分で見ますと100名いらっしゃいまして、 介護予

防訪問介護相当サービスが48人、 介護予防通所介護相当サービスが36人とな

っております。 また、 緩和サービスにつきましては、通所型サービスが16人

の利用ということで、 前回に比べましてふえている状況です。訪問型サービ

スについては、現在のところ、 前回はありませんでしたが、 11月末現在で10

名となっております。  

 また、 指定事業所につきましても段階的に、 若干ずつですが、 ふえている

状況がございます。  

 あと、 住民型サービスの利用につきましては、住民型のサービスとして利

用ができる状況とはなっておりますが、 現時点での利用はないところであり

ます。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  今、 最後のところで、 サービスを提供するサービス
基盤というのは、 もう確立されているという確認でよろしいでしょうか。  

◎ 長寿介護課統括主査（ 丹羽真伸君）  シルバー人材センターにおいて事業
委託をする形になりますが、 提供体制としては整っております。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  わかりました。  
 あと、 この時期ですから少しお聞きしておきたいことがあるところです。  
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 来年４月から介護保険が第７期を迎えるということで、 今その計画を検討

している状況だというふうに思います。 それで、 この間の議会でも一貫して

要望してきているように、 認知症対応型のデイサービスが岩倉市にはまだ整

備されていないもんですから、 このサービスを提供できるような形で整備を

してほしいということで述べてきたところでありますが、 そういったところ

なんかの検討状況、 今検討しているもんですから、 なかなか触れられない部

分もあるというふうに思いますが、 一方では岩倉団地の中でＵＲの事業とし

て医療・ 介護拠点をつく っていこう というところも進められている中で、新

たに公募していく ようなことも今ＵＲのほうでは検討しているというふうに

聞いております。 そういった中で、 新しいサービスの整備について市として

はどのように考えているのか、 お聞かせいただきたいと思います。  

◎ 長寿介護課統括主査（ 丹羽真伸君）  現在、 第７期高齢者保健福祉計画及
び介護保険事業計画において策定を進めているところです。  

 その中で、 施設系サービスにつきましては、 第６ 期計画で特別養護老人ホ

ーム１カ所が整備され、 また老人保健施設が増床されたことで、 岩倉市にお

ける施設の整備状況については、施設サービスについては一定充足をしてい

ると考えております。 そのため、第７期計画では新しい整備は見込んでおり

ません。  

 一方、 居宅サービスにつきましては、 今後認知症やひとり暮らし高齢者の

増加が見込まれること、 また地域包括ケアシステムを進めていく 上で居宅サ

ービスの充実が重要となってく ることから、 認知症やひとり暮らし高齢者が

住みなれた自宅で生活し続けるのに必要なサービスにつきまして、 これまで

未整備であったサービスを含め、検討していきたいと考えております。  

◎ 委員（ 木村冬樹君）  お聞きするところですけど、 ＵＲが進めようとして
いる事業の中で、 公募にかける仕様書の中で、 24時間対応の訪問介護だとか、

あるいは先ほど申しましたような認知症対応型のデイサービス、 こういった

ものをやれるところということで公募をかけていく というようなことも情報

として得ているところで、 ぜひ市としても協力してその辺は進めていただき

たいというふうに思いますが、 市の考えはいかがでしょうか。  

◎ 健康福祉部長兼福祉事務所長（ 山北由美子君）  ＵＲ団地のほうでは、福
祉、 医療、 介護の拠点づく りという ことで、 従前から進めていらっしゃると

ころでございます。

 その中で、 今年度もＵＲと市との意見交換の場を数回持っておりまして、

今説明にもありましたけれども、 市内の介護事業所の中では認知症対応型の

通所介護の事業所ですとか定期巡回訪問介護・ 看護というような事業所がま
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だ未整備な部分がございますので、 そういった部分が今後在宅のサービスの

充実をしていく 上では市としても必要であるという ようなことを意見交換の

中で述べさせていただいておりますので、 そういった市の意見なんかも踏ま

えながら、 ＵＲのほうも土地を貸される事業所への公募等のスケジュールを

組んでみえるというふうに聞いております。  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ほかに質疑はございませんか。  
〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ないようですので、 質疑を終結いたします。  
次に、 議案に対する討論に入ります。  

討論はございますか。  

〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  討論はないようですので、直ちに採決に入ります。  
 議案第74号「 平成29年度岩倉市介護保険特別会計補正予算（ 第２号） 」 に

ついて、 賛成の委員の挙手を求めます。  

〔 賛成者挙手〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君） 挙手全員であります。  

採決の結果、議案第74号は全員賛成により、 原案のとおり可決するものと

決しました。  

 続いて、 議案第75号「 平成29年度岩倉市上水道事業会計補正予算（ 第１

号） 」 を議題といたします。  

当局の説明はいかがいたしましょ う 。  

〔 「 省略」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君） 当局の説明を省略し、 直ちに質疑に入ります。  

質疑はございませんか。  

〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  ないようですので、 質疑を終結いたします。  
次に、 討論に入ります。  

討論はございますか。  

〔 「 なし」 と呼ぶ者あり〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  討論を終結し、 採決に入ります。  
 議案第75号「 平成29年度岩倉市上水道事業会計補正予算（ 第１号） 」 につ

いて、賛成の委員の挙手を求めます。  

〔 賛成者挙手〕

◎ 委員長（ 関戸郁文君） 挙手全員であります。  

採決の結果、議案第75号は全員賛成により、 原案のとおり可決するものと
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決しました。  

以上で、 当委員会に付託されました議案は全て議了いたしました。  

 なお、 本委員会の委員長報告の文案につきましては、 正・ 副委員長に御一

任願いたいと思いますが、 御異議ございませんか。  

〔 「 異議なし」 と呼ぶ者あり 〕  

◎ 委員長（ 関戸郁文君）  御異議なしと認め、 そのように決しました。  
 以上で財務常任委員会を閉会いたします。 お疲れさまでした。  


